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むつ市議会第１８７回定例会会議録 第５号

平成１８年３月２２日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）13番 東 健 而 議員

（２）39番 鎌 田 ちよ子 議員

（３）44番 目 時 睦 男 議員

（４）14番 澤 藤 一 雄 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（宮下順一郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は50人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（宮下順一郎） 議事に入る前に諸般の報告

を行います。

３月16日、本会議終了後の議会運営委員会にお

いて、工孝夫議員外44名から提出がありました

意見書１件について、明日の本会議に議員提出議

案として上程することが決定しておりますので、

ご報告申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議は議事日程第５

号により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（宮下順一郎） 日程第１ 一般質問を行い

ます。

本日は、東健而議員、鎌田ちよ子議員、目時睦

男議員、澤藤一雄議員の一般質問を行います。

◎東 健而議員

〇議長（宮下順一郎） まず、東健而議員の登壇を

求めます。13番東健而議員。

（13番 東 健而議員登壇）

〇13番（東 健而） おはようございます。川内町

出身で新むつクラブ所属の東健而でございます。

市議会議員になり、今回で私の一般質問も４回目

になりました。今第187回定例会は、同僚議員も

述べているとおり、昨年３月14日、４市町村が合

併し、ちょうど１年が経過した中での定例会であ

ります。今回私は、長年旧川内町のために貢献し

てきたお年寄りたちの現在の境遇並びに昨今の川

内地区民の置かれている現状を踏まえ、おくれて

いる流雪溝の整備やこれからの子供たちの教育の

あるべき姿、人命にかかわる飲料水の問題など、

合併前の行政が積み残してきた問題点３項目につ

いて、通告のとおり一般質問を行います。

今回も、また予算の持ち出しに付随する問題が

幾つか含まれております。今議会で市長は、私た

ち議員に行政改革大綱と行政改革実施計画、集中

改革プランを示されました。16日の一般質問で斉

藤議員もこれを取り上げておりましたが、その中

には、まず財政運営の健全化とともに、行政ニー

ズに対応した効率的な組織の実現、市が担うべき

役割の重点化などがうたわれています。住民サー

ビスの中には、お年寄りへのいたわりの心が大切

な場合もありますので、冒頭から市長及び理事者

側の前向きかつ柔軟なご答弁をお願いしておきた

いと思います。

それでは、質問に入らせていただきます。１項

目め、安部城地区の流雪溝の整備についてお尋ね

。 、いたします この地区の市道安部城１号線ですが

流雪溝の整備について、旧川内町の行政からは、

３年後に完成させると伺っておりました。合併後

１年が経過しましたので、あと２年で計画は実行

されるものと期待していますが、これが新市長期

５カ年計画の中に組み込まれ、予定どおりできま

すでしょうか。この計画が合併後どのようになっ

ているのか、私初め住民にはよくわかっていない

ようですが、昨年この地区会長から要望書が出さ

れているとも伺っています。
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そこで、この問題について、以下４点について

市長にお尋ねいたします。

まず１点目でございます。整備の見通しについ

てであります。この計画は、本市の長期５カ年計

画、過疎地域自立促進計画の中に組み込まれてい

ますが、その見通しについてお答えいただきたい

と思います。

２点目でございます。水源と水の確保について

お尋ねいたします。私の調査によりますと、流雪

溝をつくった後の水源管理について、現地ではな

かなか難しい問題があると伺っております。現在

完成し、使用されている隣の銀杏木地区の水源を

利用する計画のようでありますが、この地区の人

たちの話では、銀杏木では水量が少なく、両側に

ある流雪溝に一度に水を流すことができないの

で、片側ずつ午前と午後に分けて水を調節してい

る状態だそうであります。これではとても安部城

地区に水を分けてやる水量に乏しいと話していま

す。また、導水の距離的な問題もあり、もし分水

するとすれば、午前、午後の２度の配水がさらに

厳しく、不足ぎみのこの水を二つの地区に交互に

流すようにしなければならず、豪雪続きの最近、

毎日の雪片づけが待っている現状から、銀杏木の

人たちは納得しないのではないでしょうか。水が

流れなければ、せっかくの流雪溝をつくっても宝

の持ちぐされになります。この水源問題について

も、その解決方法を示していただきたい。

３点目でありますが、水源対策についてお伺い

いたします。これは、あくまでも私の提案であり

ますが、一つ目は、少し遠いのが難点ですが、特

別養護老人ホームせせらぎ荘の近くに水量の豊富

な沢があります。この沢から冬期間だけ導水する

ようにしたらいかがでしょうか。

二つ目は、この地区は昔から水量の多い地区で

ございますので、井戸を堀り抜いてポンプアップ

して水を確保する案であります。安部城地区は、

山側から急勾配になっていますので、適度な水が

確保されれば相当効率のいい使い方ができます。

いかがでしょうか。

４点目、流雪溝の前倒しについてお伺いいたし

ます。さて、合併してから旧町村部のサービス低

下が著しいと言われ続けています。私は、このこ

とを昨年も何回も取り上げましたので、市長も頭

が痛いでしょうが、辛抱して聞いていただきたい

と思います。

川内地区では、冬期間の今、公共事業の激減で

仕事を解雇される人の数も多くなって、生活費を

どうするか、行き場のない人たちが増加していま

す。これらに市長は、財政難でもやれるものはや

、 、ると決意を述べており 非常に心強い限りですが

一方では財政が逼迫しているとも言い続けていま

す。このように緊急でかつ住民が大変困っている

状態を緩和するのが市長の役割でもあれば、少し

ずつでも事業予算の配分を考慮されるのがいい市

長と言われるゆえんでもあるのではないでしょう

か。今回桧川の側溝整備の予算もつけていただき

ましたが、そのあたりまではご決断とご配慮に深

く感謝申し上げておきたいと思います。

そこで、もう一踏ん張りとお願いをしておきた

いと思いますが、この地区の流雪溝について、両

側につくる計画のようでありますが、私は両側と

言わず、まず片側だけでも前倒しについて整備さ

れることを提言したいと思います。３年後という

ことでしたが、１年を経過し、あと２年後という

ことだと思いますが、１年でも２年でも前倒しで

取り組んでいただけないものでしょうか。ここの

工事箇所は、距離的にはそんなに長くないことか

ら、さらに片側になるとコスト的にも相当負担が

軽減できます。年老いて豪雪のために大変な思い

をしているこの地域の人たちの意を酌んでいただ

きたいと思います。前倒しは善政を待つ地区住民

の信頼を高めることになるということを申し上
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げ、市長のご答弁を賜りたいと思います。

次に、２項目めの質問でございますが、戸沢地

区の砒素検出水道水問題について、公営企業管理

者にお伺いいたします。下北の砒素については、

大昔恐山が噴火を起こしたときに、この下北半島

全体に大量の火山灰が降り積もったとも言われて

います。これによって恐山付近には金、銀、銅、

亜鉛などの多量の金属が埋蔵されているという地

下資源調査報告書もあります。しかし、これはこ

の金属類の精製過程で何らかの形で砒素が発生

し、噴火とともに火山灰と一緒に下北の各地へま

き散らされたという説であります。ですから、こ

の地に砒素が検出されるのは不思議ではないもの

ですが、しかし問題は、この砒素の濃度でありま

す。噴火により形成された砒素は、数千年の時の

流れを経ているうちに希釈され、薄められ、全く

と言っていいほど無害に等しい状態になっている

との説もございます。

さて、戸沢地区に供給している水道水でありま

すが、この中に微量ではあるものの砒素が検出さ

れています。これと噴火時に形成された砒素との

関連性は今のところはっきりしませんが、突然変

異か、基準値に近い高濃度の砒素が検出され、そ

れが現在も濃度が下がることもなく出続けていま

。 、 。す 今この問題解決の責任は 新市に移りました

そこで、付近住民の健康被害を危惧するという立

場から、現在の水質管理について、新市の行政側

ではこれに対してどのように対処していただける

のか、論点を絞りながら次の６点について改めて

質問させていただきます。

まず１点目でございますが、砒素検出の認識は

ということでございます。戸沢地区の飲料水に現

在も砒素が希釈され、供給され続けていますが、

公営企業局の長であります管理者は、それをご存

じかどうか、また砒素についてどのようなご認識

をお持ちでしょうか、お尋ねいたします。

２点目でございます。砒素濃度の基準値につい

て。旧川内町議会で私の質問に行政側から、戸沢

地区の水道水に基準値以下だが、砒素が含まれて

いるとの説明があり、それが現在も供給され続け

ております その濃度は 基準値の限界濃度0.01ミ。 、

リグラムパーリットルに非常に近く、0.007から

0.009ミリグラムパーリットルで、大変逼迫した

状態にあるそうですが、最も懸念されることは、

その濃度が少しずつ上昇傾向にあるということで

あります。それで、県との話し合いの結果、その

値を下げる必要に迫られ、町では平成15年の年末

にかけて、旧むつ市の水道水を戸沢地区に引き、

１日30トンの水を受水し、簡易水道水を希釈して

砒素濃度が0.006ミリグラムパーリットル以下に

下げられ、安定供給されていると伺ってまいりま

。 、 、した しかし その差は0.004のすこぶる僅差で

私はいろいろな気象条件のもとにあって、基準値

を簡単にオーバーしてしまうのではないか、非常

に危機感を抱いております。砒素濃度の基準値は

0.01ミリグラムパーリットル以下であれば問題な

いと言っていますが、これがどのような観点から

決められたのか、旧行政側の考えは基準値以下の

0.006ミリグラムパーリットルを守り、供給して

いれば、人体には影響がないと言っています。し

かし、人の中には健康体の人ばかりではなく、老

人や病気のため体調不良の人もいます。また、大

人と子供の違いやさまざまな体質の持ち主がいる

中で、人体に絶対に影響がないと言い切れるその

根拠は何かお伺いいたします。

次に、３点目でございますが、異常物質の検出

についてお尋ねいたします。水は、住民の命を支

えています。これに異常を来しているとなれば、

、 、放置できないわけであって 戸沢地区はもとより

旧川内町の上水、簡水を含め、また旧大畑町、旧

脇野沢村各地域に戸沢地区と同様に異常物質の特

定がないのかどうか、本市全体の水質検査の状態
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については、２月の水道だよりにより、ある程度

の管理状況は確認できますが、それでは心配が払

拭されません。大まかで結構です。現在懸念され

る物質の検出はないのかどうかお尋ねいたしま

す。

次に、４点目でございます。濃度の監視体制は

万全かということでございますが、いつも安定だ

。 、とは限らないのが砒素の濃度であります 濃度は

季節と天候により微妙に変化があると思います

が、降雨時とそうでないときの変化の割合はどう

なっていますでしょうか。一方、希釈された水道

水の濃度は季節により基準値以上になることはあ

りません。希釈供給は妥当に行われていると思い

ますが、砒素濃度は戸沢地区の人々の命と健康を

左右する重要事項であり、監視に片時も落ち度が

あってはなりません。月ごとに定期的に、また夏

場の特定期にできるだけ細かなデータをとるべき

と考えていますが、砒素濃度を監視する体制は万

全でしょうか、お尋ねいたします。

次に、５点目でございます。住民への説明責任

についてお伺いいたします。合併前、最後の旧川

内町議会で私は、戸沢地区民に水道水汚染の原因

を周知したのか質問をしていますが、いまだ水道

水への砒素検出を地域住民には周知されていない

ようで、幾ら基準値以下だといっても、水を使用

、 。 、するのは この地区の住民であります 行政側は

住民にその説明責任を果たすべきですが、いかが

でしょうか。

、 。 、次に ６点目でございます 簡易水道水をやめ

住民不安を払拭せよということでございます。幾

ら行政側の説明がなくても、風聞により戸沢地区

の人々はこのことを知っています。そして、ふろ

や洗濯、トイレなどの生活用水は別にいたしまし

て、食事や飲料水にはポリタンクで他から運んで

使っている家庭も出てきています。次第に健康へ

の影響に対して不安を持つ住民も多くなってまい

りました。砒素は、今まで毒物カレー事件や旧日

本軍が中国に埋設し、残してきた化学爆弾、さら

には２年前に芦崎湾に発見された化学爆弾などに

も含まれているのではないかということが報道さ

れ、本市でも大変な話題となっています。今は影

響が出なくても、それを飲み続けていることによ

り、住民によって差は出ますが、体内に蓄積され

る結果として、公害が生ずるという懸念がありま

す。住民の健康の面からは、脳性麻痺や手足のし

びれ、言語障害、内臓疾患、腰痛、関節痛、さら

には骨がもろくなるなどの症状が出てくることも

心配されます。住民の健康調査に着手すべきと考

えます。

また、具体策としては、旧来の簡易水道水を切

り離し、旧むつ市からの供給だけにして健康不安

を払拭し、早急に住民に安全安心な飲料水の提供

をするべきですが、管理者のお考えをお伺いした

いと思います。

次に、３項目めの質問になります。今後の教育

行政のあり方についてお伺いいたします。合併し

た本市を取り巻く教育行政全体のあり方につい

て、行政側ではすべてを把握するには、まだまだ

時間がかかると思いますが、今回私は川内地区全

体の今後の小・中・高の編成問題や教育方針につ

いて、教育委員会ではどのように考えているのか

という地域に限った質問になりますが、川内地区

の教育にかかわる問題点について、提案を交えな

がらお尋ねしたいと思います。また、この問題は

予算執行に対する市長の裁量権の問題も含まれて

います。適宜市長のご見解もお伺いしたいと思い

ますので、ご答弁の方もよろしくお願いしておき

たいと思います。

まず１点目でございます。小学校の統廃合の見

通しについてお尋ねいたします。旧川内町管内の

各小学校では、児童数が減り続け、競争力を培う

こともできず、団体競技に参加したり、それを教
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えることもできないところも出てきております。

そこで、本市全体の問題だと思いますが、現在川

内地域の小学校では、児童と先生がマン・ツー・

マンで勉強を始めたところもあり、これはいい面

もある一方で、大変危惧される点も指摘されてい

。 、 、ます そこで 教育のアンバランスの解消のため

統合を急ぐのが望ましいので、小学校の統廃合に

ついての今後の見通しはどうなっているのでしょ

うか、お答えいただきたいと思います。

２点目でございます。学校選択制についての考

え方でございます。学校選択制が解禁になって、

子供たちは今まで住んでいた場所の学校へ行かな

くてもよくなります。大きい学校で充実した勉強

をさせたいと願うのは、どこの親も同じではない

でしょうか。これからは、よりよい教育を受けさ

せるために、川内地区の子供を旧むつ市部の学校

に入学させることも可能になります。川内地区で

、 。は 実際にそれが現実のものになってきています

選択制の導入は、競争力が激化し、子供たちの

転校が進む一方で、他方では小規模校の存亡にか

かわることもあって、これからの教育制度の激変

が予想されます。教育の機会均等に疑問を投げか

け、格差が生まれ、教育熱心な父兄の教育に対す

る対応や考え方も相当変化するおそれが出てきま

した。すなわち学区制度の崩壊は、児童・生徒は

希望する学校へ通学することが容易になります

が、しかし反面では、今まで根づいてきた地域社

会と教育の密接な交流が根底から覆されることに

なり、地域の過疎が促進されます。重大な問題で

もあります。地域に学校がなくなることは、ひい

ては地域の行事ができなくなるし、入学式や運動

、 、 、会 芸能発表会 卒業式などがなくなることから

地域の交流の場を失い、一層の閉鎖社会へと向か

います。したがって、この問題は私自身入学児童

の減少から、とうとうやむを得ないところまで来

たのかと、いよいよ決断の時期になると思ってお

ります。ただ、学校の選択制は、これとは少々違

う面もありますから、現時点での教育委員会にお

いて検討中のお考えをお伺いしたいと思います。

さらには、混乱を招かないよう、市政だよりなど

で学校選択制の内容を市民へ周知、啓発するべき

と思いますが、いかがでしょうか。

次に、３点目でございます。県立高校校舎化へ

の対応についてお尋ねいたします。一昨年のこと

でありますが、校舎化の問題がマスコミに報道さ

、 、れたとき 卒業生や父兄の間から反発の声が出て

川内地区を主体に、それが反対署名活動を展開す

るまでに発展いたしました。私もそれに同意いた

しましたが、合併後にその意向を反映させる市議

会の活動も行われました。県知事への陳情へは、

私も同席しております。

さて、県では平成20年には川内高校を校舎制に

するこの方針は変わらないとの考えを示しまし

。 、 、た 校舎化になれば 川内高校の卒業生ではなく

かつての定時制分校時代のように、卒業生は大湊

高校の校舎化の卒業生になります。このことは、

ただ単に生徒自身だけの問題ではなくて、今まで

卒業してきた人々のシンボル、川内高校の名前が

消されて大湊高校の卒業生につけかえられてしま

います。これは、すなわち川内の地域社会全体の

あり方に波及して、教育、文化の停滞を招く問題

を抱えることになります。県の対応について、現

時点での流れに流されていればいいことではな

く、教育行政の立場から、住民の意向をさらに尊

重し、２学級制、定員獲得と普通科以外の学科を

加えるなどの、例えば本市のスポーツ振興を目指

したスポーツ特科や、原子力半島と言われる下北

半島に子供たちを少しでも根づかせるための原子

力特科、恵まれている下北の自然を生かした生物

化学などの地域に合致した対案がないものかどう

かお尋ねいたします。

次に、４点目でございます。中高一貫教育の導
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入についてお尋ねいたします。次に提言いたしま

すが、校舎制への移行を少しでも先送りしたいと

いう気持ちから、減り続けている川内地区の中学

、 、校の生徒を なかなか難題な問題でございますが

川内高校へ移し、中高を一貫教育校としたらどう

でしょうか。県が川内高校を校舎化にするという

ことは、バブル期の生徒増に対応して各地に分散

して設置した学校を、生徒数の減少からと財政難

を理由に統合して、もとの形に戻そうとするもの

で、これには膨れ上がった財政になたを振るい、

スリム化をねらっていることは明らかでありま

す しかし 教育は百年の大計であり わずか20年。 、 、

から30年くらいでの見直しはいかがなものでしょ

うか。県と市が中と高を支え合うようにすれば、

新しい節約の方法も出てきます。全体的に見て、

新しい教育の姿が浮き彫りにされ、メリットが出

てきますので、川内高校に中学校を併設し、中高

一貫教育の導入を図っていくべきであります。こ

れらの構想が可能であるかどうか、県への提案と

し、働きかけをしてはいかがでしょうか。

次に、５点目でございます。小学校の統合校舎

について。さらに、中高一貫校が実現すれば、高

校校舎へ通う人口がふえます。中学校は空き校舎

になりますが、それだけ高校校舎の利用範囲が広

がり、生徒数もふえ、教育活動に活気が出てきま

すし、多少オーバーな表現になりますが、ここか

らの甲子園も夢ではなくなるような気がいたしま

す。そして、あいた中学校は川内地区全体の小学

校の統合校舎として転用を図れば、将来川内小学

校の建設をせずに済みます。財政負担の節減にも

つながり、メリットが多くなり、むだな効率化を

促進できると思いますが、いかがでしょうか。

、 、 。次に ６点目でございますが 最後になります

小中一貫校の導入についてお伺いいたします。大

学附属校のように、小学校、中学校、その上に高

校という考え方もあります。生徒数の減少は、将

来川内の生徒たちもむつ市中心地校へ通学しなけ

ればならない事態も予測されます。高校もやがて

校舎化どころか募集停止にならないとも限りませ

ん。

さきの中高一貫教育ができない場合の対策とし

て、小・中合同で勉強する環境づくりも必要にな

ります。1960年前後までは、小学校と中学校が併

置され、校長も１人の学校がありました。その後

に交通の便利さと人数が多くなってきたことから

独立校化が進み、中学校が独立、そして再び中学

生をバスで１カ所に集める中学校の統廃合がなさ

れ、今日に至っています。現在は、その中学校す

ら生徒数が激減しています。やがて中学校の校舎

に小学校の生徒を集め、小・中合同の教育を考え

なければならないときが来ることも予測されま

す。

現在脇野沢の生徒が川内高校へ通学していま

す。最近の児童の極端な減少から、近い将来脇野

沢の小・中の生徒が川内に統合されることも考え

られます。現川内中学校は、場所的にも川内管内

の中間点にあります。これからもますます経費節

減やむだを省く対策が講じられると思いますが、

教育は百年の大計でありますから、幾ら児童が少

なくなったとしても、教育費には配慮は欠かせな

いと考えます。そんな中で小・中合同もしくは併

置の教育環境導入について、教育長はどのように

お考えでしょうか、お伺いいたします。

以上、通告した質問の３項目について、市長並

びに理事者側の前向きなご所見を賜りたいと思い

ます。これで壇上からの質問を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 東議員のご質問にお答えいた

します。

まず、安部城地区の流雪溝整備について、４点

のご質問であります。１点目は、整備の見通しに
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ついて、２点目、水源と水の確保、３点目、水源

対策について、４点目、流雪溝整備の前倒しにつ

いて、以上関連がありますので、一括してお答え

をいたします。

ご質問の場所は、安部城地区の住宅地を通る市

道安部城１号線で、以前県道として整備されたも

のであります。経年により路面や側溝に老朽化が

見られますことから、地区からの要望が強い流雪

溝の設置も含め、全面的な道路整備を実施するた

め、過疎地域自立促進計画の中に盛り込んでいる

路線であります。つまり融雪溝、流雪溝といった

部分的な整備としてよりも、全体的な整備を視野

に入れた計画を策定しておるところでございま

す。

この流雪溝の水源につきましては、本路線の近

くに銀杏木地区への流雪溝の導水路が通っており

ますことから、その一部の水を分水し、安部城地

区の融雪溝として活用し、それを安部城地区から

戻る水を銀杏木に戻る水流の中に戻すという使い

方ができないかどうかという検討をしているとこ

ろであります。ただし、この水源を利用するため

には、事前に銀杏木地区の了解を得ることが不可

欠でありますので、一昨年旧川内町の職員が銀杏

木地区の代表者に対し、技術的な説明はいたして

おりますが、最終的には銀杏木地区の同意が必要

となるという課題が残されております。もし同意

が得られない場合には、新たな水源を求めること

が必要になりますが、そうなりますと事業費の増

大につながり、整備計画全体の見直しをも視野に

入れなければならなくなるものと考えておりま

す。事業を実施する際には、費用対効果の判断も

重要な要因であることは、東議員十分ご承知のこ

、 。とと思いますので ご理解を賜りたいと存じます

また、事業の前倒しにつきましては、冒頭で述

べました過疎地域自立促進計画全体の枠組みの中

で考えていかなければならないことから、当該地

区だけを優先するということもまたいろいろな越

えなければならないハードルが出てくるものと考

えておりますので、あわせてご理解を賜りたいと

存じます。

戸沢地区の水道水問題につきましては、公営企

業局から、教育関係につきましては、教育委員会

からそれぞれ答弁があります。

〇議長（宮下順一郎） 公営企業管理者。

（杉山重一公営企業管理者登壇）

〇公営企業管理者（杉山重一） 東健而議員の戸沢

地区の砒素検出水道水問題についてのご質問にお

答えします。

現在地球上に100種余りの元素がありますが、

これらのうちで水銀、カドミウム、鉛、クロムな

どとともに砒素は人間から嫌われている元素であ

りますが、近年ある学者の研究により、この元素

も人間にとって大変重要な役割を果たしていると

言われております。例えば多くの海産植物中に高

濃度の砒素が含まれておりますが、適度に摂取す

ることにより、白血病の症状を和らげたり、動植

物の成長を促進させるなどの好例があり、動植物

にとって必須微量元素であると言われているとこ

ろであります。

、 、それでは ６項目にわたるご質問でありますが

順を追ってお答えいたします。

まず、砒素検出の認識についてでありますが、

戸沢地区簡易水道につきましては、平成８年ごろ

から砒素の数値がふえ、平成12年には基準値限度

に近くなり、平成15年１月22日付で旧川内町から

旧むつ市に分水供給の依頼がございました。合併

前でありましたが、命にかかわることでもあり、

平成16年４月より広域的立場から永下水源地より

分水をし、水源である地下水を希釈することによ

り砒素濃度を下げて住民に供給しているところで

ございます。砒素につきましては、半導体材料、

農薬、染料、薬品などに使用されておりますが、
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昭和30年には砒素混入した粉ミルクにより、また

平成10年には砒素が混入されたカレーにより大規

模な中毒事件を引き起こした毒性のある物質であ

ると認識をいたしております。

次に、砒素濃度の基準値についてのご質問につ

いてでありますが、水道法の目的の一つとして正

常な水の供給という項目があります。このことを

担保しておりますのが厚生労働省の水質基準に関

する省令で定められた50項目の基準値でありま

す。この基準値につきましては、国が生涯にわた

る連続的な摂取をしても人の健康に悪影響を生じ

させないという観点から、ＷＨＯ飲料水水質ガイ

ドライン等の国際的な評価や文献情報等のデータ

より得られた知見をもとに最大無毒性量または最

小毒性量を求め、この数値から耐用１日摂取量を

導き出し、これに水道水経由の暴露割合を的確に

反映させて策定したものであります。したがいま

して、この水質基準値内の水道水であれば、健康

には影響を及ぼさないものと確信しております。

次に、異常物質の検出についてのご質問であり

ますが、本市全体の水質検査についてのご質問で

あります。今年度実施いたしました水質検査の結

果、すべての施設で水質基準値をクリアしており

まして、異常を示す項目はありませんでした。安

全な水道水であると言えます。

なお、旧脇野沢村簡易水道事業は、地方公営企

業法が非適用のため、企業局で事業を運用してお

りませんが、所管しております建設部に確認をと

り、異常を示す項目はないとの回答を得ておりま

したので、あわせてお答えをいたしておきます。

次に、濃度の監視体制のご質問の第１点目であ

ります季節、気象条件の変化に伴う砒素濃度の変

、 、化についてでありますが 戸沢地区の簡易水道は

地下160メートルまでボーリングした深井戸を水

源としております。この深井戸というのは、不透

水層のさらに下層の帯水層まで掘り下げて水をく

み上げる構造となっているため、不透水層が表層

からの汚染物質を遮へいする効果を持ち、急激な

水質の変化はない構造になっております。したが

いまして、水源の水質は年間を通して安定してお

りまして、季節、気象条件の変化に伴う変動はあ

りません。

次に、砒素濃度の監視体制についてのご質問の

第２点目であります。希釈後の水道水の砒素濃度

と検査体制についてであります。まず、検査の頻

度についてであります。法律で定められた砒素の

検査頻度は、年４回となっておりますが、希釈の

割合が適切であるかを確認するため、毎月検査を

実施しております。また、この検査の結果、砒素

の濃度は水質基準値内で安定していることを確認

しております。希釈の工程も検査体制も万全であ

ると考えております。

次に、住民への説明責任についてのご質問につ

いてでありますが、先ほども述べましたが、水源

となっている深井戸の構造は、不透水層より地表

からの汚染物質を遮へいできる構造となっており

ます。したがいまして、表層からの砒素が混入す

ることは考えにくいことと思われます。また、井

戸掘削当初は、0.004ミリグラムパーリットルで

あった砒素濃度が徐々に上昇してきた理由として

は、水質は地下水と地質の相互作用に依存するた

め、用水量の変化により水質が変化する場合があ

ることは広く知られております。特に複数の帯水

層からくみ上げるような構造の井戸では、用水量

の変化によって各層の湧出量の割合が変化し、水

質の変化となってあらわれる場合が多いと言われ

ております。したがいまして、今問題としている

砒素は、地質に由来するものであり、二十数年を

経て当初の濃度が徐々に高くなったものと考えら

れます。

また、この対策として、万が一にも水質基準を

超えることがないよう希釈して供給しているわけ
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であります。水質の検査の結果の公表につきまし

ては、各年度の水質検査計画に掲載しております

し、水道だよりを通じて公表しておりますので、

今後も同様の取り扱いをしてまいりたいと存じて

おります。重ねて申し上げますが、水質基準値内

であれば安全な水であると確信をいたしていると

ころでございます。

次に、簡易水道をやめ、不安を払拭せよとのご

質問についてでありますが、これまで説明してま

いりましたとおり、戸沢地区の水道水は厚生労働

省の水質基準に関する省令の基準値内であり、生

涯にわたり連続的に摂取しても人の健康に悪影響

を生ずるおそれが考えられないことから、現時点

で上水道から全面供給は考えておりません。しか

しながら、川内地区の上水道及び簡易水道施設に

つきましては、合併以前から老朽施設の改修を思

、 、慮しておりましたが 合併後の視察によりまして

想像以上の状況にございます。当水道事業といた

しましても、早期に簡易水道の統廃合、上水道へ

の編入を考慮した新しい上水道の建設計画を策定

しなければならないと思慮しております。それに

は、まず合併時に引き継ぎました約１億円の累積

赤字の解消を含んだ料金の改定を実施し、健全な

財政に戻さなければならないものと考えてござい

ます。東議員初め地元選出の議員の皆様方におか

れましては、今後とも水道事業発展のためご協力

を賜れるものと確信しておりますので、何分のご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

（牧野正藏教育長登壇）

〇教育長（牧野正藏） 東議員のご質問にお答えい

たします。

第１点目、小学校の統廃合の見通しについてで

。 、あります むつ市学校統廃合計画につきましては

むつ市議会第184回定例会及び第185回定例会にお

きまして、柴田峯生議員のご質問にお答えした中

でご説明申し上げたところでありますが、川内地

区小学校の統廃合計画につきましては、昨年11月

11日に川内地区小・中学校校長会で説明したほ

か、11月29日には蛎崎小学校、12月２日には第一

川内小学校、第二川内小学校、宿野部小学校、去

る３月２日には桧川小学校の保護者への説明をい

たしておるところでございます。また、昨年12月

22日には、川内地域連絡協議会臨時総会におきま

して、地区会長さん方への説明をいたしたところ

であります。

学校統廃合計画では、対象校は宿野部小学校、

蛎崎小学校、第二川内小学校の３校としておりま

すが、統合予定先の第一川内小学校が老朽化して

いることから、第一川内小学校建設予定の平成

22年度に統合の予定としているところでありま

す。なお、桧川小学校は、児童数等の関係もあり

まして、調整校として計画に位置づけておるとこ

ろであります。

対象校の保護者の方々並びに地区会長からは、

児童の教育環境を考えると、第一川内小学校の改

築まで待てないので、早く統合してほしいとの意

見が多数ありました。したがいまして、今申し上

げましたように、統合につきまして、非常に前向

きな意見、要望等がありますことから、統合年度

は平成22年度を基本としながらも、柔軟に対応し

てまいりたいと、このように考えております。

第２点目の学校選択制についての考え方につい

てでありますが、学校選択制は、東京都を中心と

して全国の都市部に広がりつつあり、一般に１学

区の中に複数校を設定し、その中から進学予定の

小学校、中学校を選定することができるという制

度であります。その目的は、それぞれの児童・生

徒に適した魅力的な教育が受けられる状態を実現

することにあると思っております。メリットとし

ましては、学校間の適度な競争意識による各学校

の特色づくりを促進するとともに、学校のさまざ



- 168 -

まな情報を保護者へ発信し、開かれた学校づくり

ができるなどがあるかと思いますが、反面学校間

格差が生じ、序列化を招きかねないことや、地域

との関係が希薄になりかねないなどのデメリット

があると思っております。したがいまして、むつ

市教育委員会といたしましては、デメリット面に

ついて憂慮されることから、学校選択制は当面導

入しない方針でありますので、ご了承をお願いい

たします。

次に、ご質問の３点目、県立学校校舎化への対

応と、４点目の中高一貫教育の導入、そして５点

目の小学校の統合校舎につきましては、それぞれ

関連する内容でありますので、一括してお答えを

申し上げたいと存じます。

これまで多くの逸材を輩出し、ある意味では川

内地区の精神的なよりどころであった学びやの冠

から川内という名前が消えることに強い抵抗感を

覚えることは心情的にも十分理解できるところで

あります。しかし、教育的視点に立ちますと、中

高一貫教育教育を導入する主目的が学校名を残す

ことにあるとすれば、教育の質の問題、あるいは

他高校へ入学したいという生徒の希望が置き去り

にされるおそれが生じてくるのではないかと思っ

ております。現在の仕組みは、川内中学校に限ら

ず、郡内の各中学校から県内や市内の高校に進学

する生徒がたくさんおり、それはある意味では学

校内の、あるいは学校間の競争意欲をかき立て、

学力の向上につながっている面もありますし、ま

た生徒の柔軟な進路選択肢を担保する機能を持っ

ているものと考えるところであります。学校を残

していくため、特別の学科を設置して生徒を集め

る工夫をしたらどうかとのご提案でありますが、

県内にはスポーツに関する学科は既に複数校存在

し、ハードルが高い環境にあると思われます。

また、原子力に関する学科の新設につきまして

は、普通科、工業科を問わず、高校はあくまでも

基礎を習得する段階であり、専門的高度な知識及

び技術の習得は、さらに上の高等教育機関等に依

存しているのが現実のようであります。

次に、あいた川内中学校を活用して小学校を統

合したらどうかということについてであります

が、小学校、中学校にはそれぞれの設置基準があ

り、構造、設備等が異なっておりますので、使用

するとすれば、多大な改造費用が必要となります

ことから、難しいものと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

質問の第６点目、小中一貫を目指してはどうか

とのご質問でありますが、このことにつきまして

は、今後の学校統廃合計画の進捗状況と、対象地

域の実情を見きわめながら、可能かどうか検討し

てまいりたいと存じます。

今日地域に求められているのは、小・中・高等

学校を通じてどの分野に進んでも有為な人材を一

人でも多く育成していくことにあると思っており

ます。言うはやすく行うはがたしという重いテー

マでありますが、長い目で見れば、地道な努力の

積み重ねが生徒を引きつける魅力ある校風、ある

いは伝統を築いていくものと考えております。こ

のことが東議員が言われます教育は国家百年の大

計という言葉のゆえんであると思っているところ

であります。

〇議長（宮下順一郎） 13番。

〇13番（東 健而） 高校の校舎化の問題について

は、市長からの答弁があるような感じがしており

ましたので、私の勘違いということで。

それでは、余り時間もなくて消化不良になりそ

うな感じがしてまいりましたけれども、最後の教

育の問題から１点だけ再質問させていただきたい

と思います。

最近のマスコミ報道によりますと、高校の授業

料の減免措置を願い出る生徒の数が年々ふえてい

るということでありますが、このままでいくとい
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ろいろな経費がかかり、義務教育もそのようにな

りかねないような状態が生まれてくると思いま

す。本市の場合、ほかと比べて雇用の場が非常に

少なく、人口減少の割合が非常に著しいわけでご

ざいますが、義務教育も含めて本市ではどのよう

な状況になっているのか、簡単で結構でございま

すので、現段階の状況をお知らせいただければ大

変ありがたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 東議員お話しのように、全

国的には景気回復傾向にあると言われておるとこ

ろでありますが、むつ市内におきましても、依然

としまして雇用、経済状況というのは極めて厳し

いものがあります。企業の倒産や、あるいはまた

業績不振による解雇、あるいは失業等によります

家庭の経済状況も悪化してきておりますし、保護

者の方々におかれましては、教育費の捻出にご苦

労されている状況にございます。

このような中で、国では経済的理由により就学

が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して

就学援助をする制度がありますが、そのうち準要

保護児童・生徒に係る補助金を平成17年度から廃

止いたしました。これに対しまして、むつ市では

平成17年度から児童・生徒の保護者の経済的負担

がふえることのないように義務教育費を保障する

という観点から、市独自で学用品費、給食費、医

療費、修学旅行費などの全額を給付して、学校生

活に影響が出ないように援助しておりますし、引

き続き平成18年度予算におきましても、準要保護

児童・生徒援助費を計上いたしておるところでご

ざいます。

また、むつ市に居住する方の子弟で高等学校、

大学、短大、専門学校等に進学している人に対し

ましては、就学上必要な学費の一部として貸し付

ける奨学金制度を設けているところでございま

す。

〇議長（宮下順一郎） 13番。

〇13番（東 健而） 私が今このような再質問をし

たのは、川内管内の方ばかりでなくて、大畑、脇

野沢の方でも相当家計が苦しい人たちが出てきて

いるわけであります。それで、子供たちの養育費

の問題、さらに今教育長の方からおっしゃられま

した給食費とか修学旅行の負担金とか、さまざま

なこれからかかってくる問題につきまして、修学

旅行へは行けないというような子供の親の声も聞

かれたことがございました。ですので、今説明聞

いて大変安心したところでございます。何とかこ

れからますます苦しくなっていくような気がして

仕方がございませんが、今申し上げたような対応

の方をよろしくお願いしておきたいと思います。

あとの教育委員会の方の質問には、それなりの

答弁が返ってまいりましたので、これぐらいで終

わらせていただきたいと思います。

あと水道水の問題の方でございます。この問題

について、時間もないですので、１点だけ伺いた

いと思いますけれども、旧川内町では合併すると

きに、本管を旧むつ市の本管とつなぎました。そ

のときに水道料金の方が旧むつ市の方が高いもの

で、その差額のお金を旧川内町の方の行政で支払

いしているという話をしておりました。その合併

した後、その料金の体系が、戸沢の人にむつ地区

の方と同じ水道料金を課しているのか、それとも

そのままの状態で旧川内町の水道料金を課してい

るのか、そしてそれが継続されるのかどうか、そ

こら辺をお伺いいたしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 公営企業管理者。

〇公営企業管理者（杉山重一） 東議員の再質問に

お答えをいたします。

料金の差額のことでございますけれども、戸沢

地区の簡易水道に言及されてのお考えのようです

が、確かに簡易水道料金は、むつ地区の水道料金

よりも安く設定されてございます。したがいまし
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て、差額が生じているかのように見えます。しか

、 、しながら むつ地区からの受水経費でありまして

他の経費、例えば職員給与費、修繕費などなどご

ざいます。しかも、むつ地区の料金は給水原価に

算入されている料金ということでございます。ご

承知のとおり、当簡易水道の経営は、戸沢地区に

限らず、ほとんどが不採算ということでございま

、 、して 現在10カ所ほどの簡易水道がございますが

これにかかる費用は１億2,000万円余ということ

になって、平成18年度の予算を見ればなっており

ますが、このうちの42％ぐらいしか水道料金で賄

えないといったようなことでございます。他は一

般会計からの繰り出しをお願いしているという状

、 、況でございますので ご心配の向きはなかろうと

こう存じます。

いずれにいたしましても、川内地区につきまし

ては簡易水道が多うございまして、いずれも集落

が離れた地点にございますので、当然不採算は否

めない状況にございます。そういう意味で、改修

等々に当たっても、今後さらに私どもも検討しな

がら対応してまいりたいと、このように考えてご

ざいます。

〇議長（宮下順一郎） 東議員、申し合わせの時間

がもう本当に間もなくでございます。ご協力をお

願いいたします。

〇13番（東 健而） 申しわけありません。いつも

指摘されまして。

ただいま答弁いただきましたけれども、だんだ

ん人が少なくなって、水道を使わなくなる人もふ

えてきているわけです。ですので、なるたけ負担

のかからないような方法をおとりいただきたいと

思います。

これで私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（宮下順一郎） これで、東健而議員の質問

を終わります。

11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０１分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎鎌田ちよ子議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、鎌田ちよ子議員の登

壇を求めます。39番鎌田ちよ子議員。

（39番 鎌田ちよ子議員登壇）

〇39番（鎌田ちよ子） むつ市議会第187回定例会

に当たり一般質問させていただきます39番、公明

党むつ市政公明クラブの鎌田ちよ子です。質問に

入ります前に、一言お礼を述べさせていただきま

す。

先般完成いたしましたむつ来さまい館を見学さ

せていただきました。むつ市議会第183回定例会

でバリアフリーの社会づくりについてと質問した

中で、建設中の産業振興拠点施設、現在のむつ来

さまい館にオストメート対応の多目的トイレの設

置を要望いたしましたが、障害者、高齢者や赤ち

ゃん連れの方を含め、オストメートの皆さんも安

心して利用できる多目的トイレが完成いたしまし

。 、た 先日オストメートの方よりお聞きしたところ

建設に当たっては、オストメートの方本人に利便

性を確認し、工事が進められたと伺いました。平

成18年度一般施政方針で、新生むつ市のスタート

元年と位置づけられました杉山市長におかれまし

ては、今後も利用される方の声を大事に、ハート

ビル法の精神でのまちづくりを期待いたします。

むつ市議会第187回定例会に当たり、さきに通

告申し上げました事項に従いまして一般質問をさ

せていただきます。市長並びに理事者の皆様にお

かれましては、誠意あるご答弁をよろしくお願い
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いたします。

質問の１は、生活者の視点で開かれたまちづく

りを目指し、循環型社会に向けた行政のあり方に

ついてお伺いいたします。天然資源の消費抑制や

有効な再利用、再資源化することで、環境への負

荷をできるだけ少なくした社会のことを循環型社

会と言います。資源の枯渇、廃棄物処分場の問題

などから、これまでの大量消費、大量廃棄型社会

から循環型社会への転換は待ったなしと言われて

います。

循環型社会にするうえで、企業や国民が取り組

む課題は大きく三つあります。それは、リデュー

ス、製品の省資源化や長寿命化の促進によって廃

棄物の発生を抑制すること、リユース、使用済み

物品の再利用をすること、リサイクル、再資源化

の三つです。それぞれの英語の頭文字をとって３

Ｒとも呼ばれています。

ところで、2005年、県環境白書によりますと、

県内で排出されるごみの量は、主に家庭から出る

一般廃棄物は減少傾向にあるものの、企業の事業

活動で生じる産業廃棄物は増加していると報告さ

れました。また、全国で最も低い状況にある本県

、 、の一般廃棄物リサイクル率は 2003年度が11.1％

前年度より1.9％増加したが、全国平均より5.7％

低い水準にあります。現在循環型社会への基本的

な理念や枠組みを定めた循環型社会形成推進基本

法が2001年１月に施行、家電製品や食品、包装容

器など 個別のリサイクル法により 例えば2001年、 、

４月に施行された家電リサイクル法では、消費者

が負担するリサイクル料金はテレビが2,700円、

冷蔵庫が4,600円、洗濯機が2,400円、エアコンが

3,500円で、ほぼ全国一律です。これらの家電製

品を捨てる人には、このリサイクル料金のほかに

運搬費用の負担、家電メーカーには再資源化、小

売店には回収と運搬をそれぞれ義務づけていま

す。ごみの問題は、行政固有の業務であり、今日

その適正処理とともにリサイクル推進が強く求め

られております。しかし、その必要性と費用の負

担に対する理解が得られないことから、ごみの増

加傾向に歯どめがかからず、また心ない人たちに

よる不法投棄も増加傾向にあるとお聞きしていま

す。本市の良好な環境の保全を図りつつ、次の世

代に引き継ぐための重要な課題と認識いたしま

す。

次の２点について、市長のご所見をお伺いいた

します。１として、これまで積極的な取り組みが

なされてきたと理解しておりますが、粗大ごみの

有料化やごみ袋有料化以降不法投棄が多くなった

と感じます。本市の不法投棄の現状をお示しくだ

さい。

２として、一般廃棄物、ごみの減量化及び再資

源化に向けた取り組みについてお示しください。

質問の２は、介護保険制度についてお伺いいた

します。平成12年４月からスタートいたしました

介護保険制度は、措置から契約への移行、選択と

権利の保障、保健、医療、福祉サービスの一体的

提供は、行政を介することなく、要介護認定を受

けることで簡単にサービス利用ができ、確実に身

近なサービスとして確立されてまいりました。私

、 、は これまで介護保険制度についての質問の中で

高齢者が住みなれた家や地域で安心して暮らせる

福祉のまちづくりには、雪国の問題である雪おろ

しのボランティア団体や地域住民によるインフォ

ーマルなサービスを含め、医療ニーズやさまざま

な生活ニーズにこたえていける体制づくりの構築

には行政が主導での保健、医療、福祉が一体とな

った取り組みが必要であると訴えてまいりまし

た。

現在医療の現場では、下北医療研究会会長のむ

つ総合病院小川院長を中心にむつ下北地域の医療

の質の向上と地域住民の健康増進を図るという目

標に始められた研究会は、テーマに沿った専門の
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方を講師に開催され、本日７回目として、午後６

時から公済会館３階大ホールで女性の健康習慣、

活動の禁煙プロジェクトの支援で禁煙について考

える研究会開催の予定と伺いました。そして、下

北全体を網羅しての医療、消防、行政機関で構成

している下北救急医療研究会は現状の課題をとも

に検討しながら研さんを積んでいます。

３月11日には、むつ消防署庁舎で市民を対象に

消防とむつ総合病院が協力し、ＡＥＤ（自動体外

式除細動器）の救命講習会を開催しています。命

の現場に携わっている方々の積極的な行動を伺

い、大変心強く思いました。ＡＥＤ（自動体外式

） 、 、除細動器 につきましては 市長部局のご努力で

今定例会で公共施設を初め各学校に配備するため

の予算化をしていただきありがとうございます。

ところで、現在むつ市内には、介護老人福祉施

設が６カ所、老人保健施設が２カ所、介護療養型

医療施設が２カ所、認知症対応型共同生活介護施

設（グループホーム）が７カ所開設されており、

制度発足以来、利用者数は大きく伸び、特に在宅

サービスの利用者数が増しています。それととも

に、介護保険の費用の総額につきましても、毎年

増加を続け、平成12年度は３兆6,000億円でした

が、平成17年度は６兆8,000億円となりました。

本県の2008年度の高齢者人口を34万3,379人、要

介護認定数は６万9,517人 要介護認定率は20.2と、

推計、これを介護予防の実施により、要介護認定

率を10.5に引き下げられると見込んでいるとの報

道がされました。

また、第３期、平成18年から平成20年の事業計

画では、健康と自立を基本理念に介護予防と認知

症対策包括ケアの推進を進める地域包括支援セン

ターが設置されます。このセンターは、地域の社

会資源を総合的に活用したマネジメントを行う中

立、公正な拠点であり、予防マネジメントの核で

あり、ケアマネジャーにとっては、そのバックア

ップを果たす地域ケアを総合的に支援する機関で

あると位置づけています。ここには、保健師、社

会福祉士、主任ケアマネジャーが配置され、３職

種によるチームアプローチで地域を支えること、

すなわちさまざまな事業者や団体に対して指導力

を持って地域全体をまとめていく力が期待されて

おります。そして、介護保険の目的である個々の

利用者が在宅生活を少しでも長く続けられる拠点

として地域包括支援センターの活動は地域福祉そ

のものであり、地域の高齢者の状態に応じたさま

ざまなサービスを切れ目なく提供していかなけれ

ばなりません。保健師を中心に進められようとし

ている介護予防マネジメントは、具体的にどのよ

うな体制で行うのでしょうか。地域包括支援セン

ターの具体的な役割と本市としての責任が明確に

見えないのが心配です。市長に次の２点について

ご所見をお伺いいたします。

、 、１として 地域ケアを総合的に支援するために

地域の社会資源をどうマネジメントしていく体制

をつくるのでしょうか。公平、中立な体制づくり

についてお示しください。

２としまして、地域実践と介護技術など、全体

のレベルアップには今後どのような指導をされ、

定着させていくのでしょうか。

質問の３は、障害者施策についてお伺いいたし

ます。障害者自立支援法の条文の目的には、障害

の有無にかかわらず、国民が相互に人格と個性を

尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の

実現とあります。昨年10月に成立した障害者自立

支援法がこの４月から施行されます。障害者が地

域で安心して暮らせる社会の実現を目指すための

法律で、障害者の方の地域生活と就労を支援し、

障害者福祉サービスが大きく前進いたします。こ

れまでの支援費制度のもとでは、法律には義務づ

けられていない裁量的経費でしたが、障害者自立

支援法では、必ず国が負担するという義務的経費
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へと転換し、しっかり予算を確保できるようにな

り、地域格差の大きい福祉サービスを全国どこで

も必要な量を平等に利用できるようになりまし

た。ここ数年、朝夕送迎用の車で通所施設に通う

障害者や高齢者の方々、電動車いすに乗って買い

物や余暇を楽しんでいる方を見かけます。このこ

ともハード、ソフト面にわたる障害者施策の成果

によるものであり、ノーマライゼーションが浸透

しつつあるものと理解されます。

ところで、財政の硬直化が進み、何でもできる

時代は終わり、福祉といえどもこれからは大変な

状況に置かれると承知しておりますが、障害者自

立支援法への改正に当たり、本市の対応について

具体的な進捗状況はどうでしょうか。

また、介護保険導入時よりも混乱が予想されま

す。サービス利用に当たっての１割負担には、収

入の状況等に十分配慮していただきたく、また障

害者の公費負担医療につきましても、１割負担が

導入されることにより、特に低所得者や障害程度

が重度で、かつ継続的に医療費負担が生じる方な

、 、ど 家計に与える影響が大きいケースに関しては

無理のない負担となるよう行政がしっかりアドバ

イスしていただきたいと思います。個々の利用者

に対する対応はどのようになっていますか。地域

で自立して生活するために必要な在宅サービス構

築に向けた取り組みについて、市長のご所見をお

伺いいたします。

、 。以上 ３項目について質問させていただきます

市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向

きなご答弁をお願いいたしまして、壇上からの質

問といたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 鎌田議員のご質問にお答えい

たします。

まず、開かれたまちづくりについてのご質問の

第１点目、循環型社会の取り組みに伴う不法投棄

の現状についてであります。鎌田議員もご承知の

とおり、身近な例では平成14年に青森県と岩手県

の県境において大規模な産業廃棄物の不法投棄事

件が発覚し、深刻な社会問題となり、排出事業者

の責任が厳しく問われるようになっていることは

言うまでもありません。むつ市も例に漏れず、小

規模な不法投棄についてはなかなかなくならない

という現状にあります。特に粗大ごみとごみ袋有

料化以降の不法投棄が多くなったのではとのご指

摘でございますが、むつ地区の状況を申し上げま

すと、平成７年度から平成16年度までの10年間で

、 。延べ181件 年間平均で18件の事例がございます

これは、各年度の公害対策特別委員会においてご

報告いたしました不法投棄の回収件数でありま

す。平成16年度においては、川内地区で12件、大

畑地区で72件、それぞれ市民等からの通報による

回収事例があります。脇野沢地区では、老人クラ

ブなどのボランティア７団体が年１回一斉回収を

実施しております。平成16年度については、緊急

地域雇用創出対策事業の補助を受け、積極的な回

収策を講じたこともあり、むつ地区で27件、大畑

地区では72件とやや突出しておりますが、全体的

には粗大ごみやごみ袋の有料化を起因とした不法

投棄の増加は見受けられなかったと認識しており

ます。

不法投棄防止対策として、市の広報紙や看板の

設置等により啓発はしておりますが、粗大ごみ処

理券の利用促進、さらには青森県で委嘱しており

ます管内の不法投棄監視員５名、環境美化推進員

５名、合併協定に基づき存続いたしました大畑地

区の不法投棄監視員２名をそれぞれ活用しながら

。 、環境保全を進めております むつ地区においては

職員で対応しておりました不法投棄回収業務をシ

ルバー人材センターに委託すべく平成18年度予算

に計上し、一層の充実を図る予定であります。
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、 、 、 、また 粗大ごみについては エアコン テレビ

冷蔵庫、洗濯機のいわゆる家電リサイクル４品目

の再商品化を促進するべく家電リサイクル法等の

周知徹底を啓発していく所存であります。

、 、なお 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では

土地または建物の占有者や管理者が自ら清潔の保

持と防止対策を講ずるというのは原則となってお

り、市で回収しております廃棄物は、あくまでも

土地の所有者や投棄者が特定できない場合のみ対

応しておりますので、ご理解賜りたく存じます。

次に、ご質問の第２点目、一般廃棄物の減量化

及び再資源化に向けた取り組みについてお答えい

たします。今や排出された廃棄物を安全に処理す

る技術、いわゆるエンド・オブ・テクノロジーだ

けでは十分に対応できる状況ではなくなってお

り、まずは廃棄物の発生を抑えることが重要な課

題となっております。そのためには、天然資源や

エネルギーの消費を減らし、廃棄物を資源として

循環利用することを推し進めることによって、自

然の物質循環に似た社会経済活動における物質循

環を構築することが世界規模で求められていると

の認識を持っております。また、最近では拒否を

意味するリフューズと、修理を意味するリペアを

加えた５Ｒを提唱する専門家もおり、循環型社会

に対する認識が一層高まっているものと承知して

おります。

手前みそとなりますが、２月28日に青森県環境

政策課より情報提供を受けました速報値では、む

つ市の平成16年度のリサイクル率は、青森県内で

は第２位にランクされ、全国のリサイクル率

16.8％、青森県のリサイクル率11.3％に対し、む

つ市は24.4％と大きく上回っており、現状の取り

組みという点では非常に進んでおります。廃棄物

の資源化につきましては、一般家庭等から排出さ

れたごみを収集、運搬、処分するまでが市の最低

限の責務であり、それ以降の再資源化はむしろ民

の役割であろうかと存じます。しかしながら、再

資源化に至るまでのいわば入り口の部分でごみの

減量化及び分別を指導していくのも市の重大な役

割であり、事実むつ市は応分の経費をかけ、それ

を積極的に促進してまいりました。いわば先ほど

のリサイクル率は身銭を切って努力を積み重ねて

きた成果でもあるわけであります。したがいまし

て、むつ市は循環型社会に対しては、少なからず

貢献をしていると自負いたしております。

廃棄物を単なる不要物ではなく、有価物あるい

はリサイクル可能物として観念するのが世界の趨

勢であることを踏まえるならば、循環型社会の構

築に向けて積極的に取り組んでいくことは自治体

に課せられた当然の義務であると考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、介護保険制度についてのご質問の第１点

、 、 。目 公平 中立な体制づくりについてであります

、 、議員ご承知のとおり 今回の介護保険法改正では

介護予防、自立支援を強化する形で法律が見直さ

れ、介護予防を進めていくことによって、制度本

来の理念であります高齢者の自立支援を実現する

ことが新しい介護保険制度の目標であろうと存じ

ておるところであります。このたびの自立支援に

向けた改正の大きな柱といたしまして、地域包括

支援センターの創設があるわけでありますが、こ

のセンターは地域住民の心身の保持及び生活の安

定のために必要な援助を行うことにより、保健、

医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的として設置されるいわば地域包括ケアの

中核機関として位置づけられております。市とい

たしましても、平成18年４月から直営１カ所で運

営するに当たり、地域包括ケアを実現するために

は、基本的な支援体制の確立が必要不可欠であろ

うと考えております。そのためには、１点目とい

たしまして、高齢者の多様なニーズや相談を総合

的に受けとめ、尊厳ある生活の継続のために必要
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な支援策をどのように展開していくのか、２点目

といたしまして、介護保険サービスのみならず、

地域の保健、福祉、医療サービスやボランティア

活動、支え合いなどの多様な社会資源を有機的に

展開するための活動方法の持ち方、３点目といた

しましては、高齢者の心身の状態の変化に応じて

生活の質が低下しないように適切なサービスをい

かに継続的に提供するべきか、これら三つの考え

方を地域包括支援体制の主眼として利用者の立場

に立った公平で中立性の高い事業運営を展開して

まいりたいと考えております。この４月からの運

営に当たり、地域の介護サービス提供体制を支え

る中核的な存在として、各地域の特性や実情を踏

まえ、地域の利用者や居宅介護支援センター、関

係団体、地域住民等の意見を幅広く酌み上げ、地

域包括支援センターの日々の活動に反映させると

ともに、地域が抱える課題の解決に積極的に取り

組むためにも、地域包括支援センターに専門職で

あります保健師、社会福祉士及び主任ケアマネジ

ャーを配置するとともに、各分庁舎に配属されて

おります保健師が地域の実態把握をすることで公

正、中立な運営を進めてまいります。

また、地域包括支援センターの将来の展望につ

きましては、複数のセンター運営や地域における

さまざまな関係者とのサブネットワークの構築も

、 。視野に入れ 検討されるべきものと考えられます

いずれにいたしましても、開設されます地域包括

支援センターの今後の動向を見守り、その状況い

かんによっては見直しすべきことは見直し、高齢

者の在宅での生活を支え、地域生活に安心を提供

する役割を果たしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、ご質問の第２点目、介護技術など、全体

のレベルアップはどのようにされるのかについて

であります。現在介護保険及び介護予防等の各サ

ービス事業所におきまして、介護にかかわるさま

ざまな知識や技能取得のための研修会、実技講習

会等をそれぞれの事業所単位において実施してお

ります。その内容がどの程度のものか、実態は把

握できませんが、おのおのの事業所がサービスの

質の向上を図る目的でご努力されているものと考

えております。しかしながら、在宅施設などの利

用者やサービス事業所の職員にとっても、他のサ

ービス内容が把握できないことから、地域によっ

てはレベルに違いが生じたり、意思の統一がされ

ていないこともあるようであります。議員ご指摘

のように、このような違いを是正するためにも、

今回の介護保険制度改正に伴い、新たに創設され

ます地域支援事業のあらゆる分野の中で、介護全

般にわたっての各種研修会等を平成18年４月から

開設される地域包括支援センターが主体となり、

実施することとなっております。

その第１段階といたしまして、去る３月10日に

は転倒予防運動実践研修会を居宅介護支援事業所

の職員を対象に開催いたしております。今後は、

さらに計画的に各教室、講座、研修会等を順次開

催いたしまして、組織、施設相互間の共通認識を

深めていただき、介護支援専門員の資質の向上が

図られるようサポートしてまいる所存でありま

す。

また、利用者にサービス事業所の情報が正確に

伝達されるためにも、情報開示を求め、公平、公

正にサービスが受けられるよう介護サービス強化

の充実に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、障害者自立支援法と総合的な福祉サービ

スについてのご質問にお答えいたします。まず、

障害者自立支援法についてでありますが、これま

ての個別の法律で行われておりました身体障害者

福祉、知的障害者福祉、障害児福祉及び精神障害

者福祉について、共通の制度のもとでサービスを

一元的に提供する仕組みに改めるものであり、本
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年４月と10月の２段階で施行することとなってお

ります。４月には、精神通院医療及び更生医療な

どが自立支援医療へ移行し、利用者負担について

は所得に応じて上限を設けてあるものの、１割の

定率負担が導入される内容となっております。ま

た、10月からサービスを利用する方々には新たな

支給決定がなされ、新事業体系としてスタートす

ることとなっております。

ご質問の第１点目、本市の対応の具体的な進捗

状況についてでありますが、在宅の障害者が継続

して福祉サービスを受けるためには、４月１日か

ら９月30日までのみなし支給期間中につきまして

は３月中に、10月１日以降については、新たに審

査会の判定結果などを踏まえて９月末日までにそ

れぞれ支給決定が必要となっております。このた

め、市では在宅での障害福祉サービスを受給中の

全家庭に申請書類などを送付し、みなし支給期間

中の利用者に対する負担の見直し作業を実施して

おり、担当課窓口にて申請を受け付けしておりま

す。

、 、また 障害者が福祉サービスを受けるためには

今後障害程度区分の認定行為が必要となってまい

、 、りますので 職員の増員や研修会等への派遣など

認定調査や審査会設置のための準備を進めており

ます。さらに、この制度の趣旨につきましては、

市政だよりへの掲載はもとより、去る３月３日よ

り民生委員、児童委員に対する説明会を開催する

など、広報にも努めております。

次に、ご質問の第２点目は、負担額の変更に伴

う個々の利用者への説明についてでありますが、

現在市ではみなし支給期間内の利用者負担の見直

し作業を実施中であり、各家庭に申請書類を送付

する際には、この制度に関するパンフレットやチ

ラシなどを同封するほか、申請のため来庁された

方々などには、担当課の窓口にて係員より個別に

その内容を詳しく説明して、新制度の周知を徹底

させておるところであります。

次に、ご質問の第３点目、在宅サービス構築に

向けた取り組みについてでありますが、これまで

障害のある方々が在宅生活を送りながら、サービ

スを希望しても、対象となる施設が身近にないな

ど、さまざまな制約を抱えておりました。しかし

ながら、知的障害者関係では、去る３月１日には

グループホーム１施設が開所しておりますし、４

月には知的障害者に対する通所部門の定員を現在

の11名から９名増員の20名での事業実施を予定し

ている施設もあります。また、身体障害者関係で

は、去る８月にむつリハビリテーション病院で介

護を必要とする方々に、施設への通所によりリハ

ビリによる心身の機能の維持改善、閉じこもりに

よる生活機能の低下の防止を目的とした通所リハ

ビリテーションを開設しております。これらの施

設の開所等により、在宅の障害者が自分の住む身

近な地域で安心してサービスを受ける体制が徐々

にではありますが、整備されつつあります。これ

からも国・県の制度を積極的に活用しながら、関

係機関や関係施設との連携を密にし、在宅での障

害者に対するサービスの向上や体制づくりに努め

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 39番。

〇39番（鎌田ちよ子） ただいま市長より具体的な

ご答弁をいただき、ありがとうございます。それ

では、若干再質問と要望をお願いいたします。

介護保険制度についての再質問をお願いいたし

ます。介護保険の導入に合わせて、ケアマネジャ

ーが誕生いたしました。一人一人の要介護状態に

応じ、介護保険サービスを組み合わせたケアプラ

ンつくりにはサービス事業者や医師、家族との調

整を含め、利用者個々をトータルに見詰めたケア

プランが望まれるところです。現在川内地区に住

んでいます私の父は92歳です。戦争や満州での生
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活、シベリアでの抑留、そして開拓と過酷な労働

と加齢により年々体力が落ち、昨年初めての入院

後には、住宅改修のため介護保険も申請し、要介

護１の認定を受け、ショートステイで施設利用も

経験いたしました。現在84歳になる母の老老介護

に任せなければならず、疲れによる共倒れが心配

で、週１回のデイサービスと１週間のショートス

テイを現在利用中です。

介護保険の現在の利用につきまして、私の父を

モデルにご説明したいと思います。父は、要介護

１から現在要介護２に進行というか、進んでおり

まして、要介護２では現在の介護保険利用限度額

では19万4,800円となっております。これで現在

この枠内で短期入所利用についてはサービスの内

容はその19万4,800円の中でのプランとなって設

定されております。現在父の利用しているサービ

スは、このようなサービスで、デイサービス料金

として２月は３回利用し、３回分のトータルが

3,537円でした。４月からは、新しい保険制度に

よりまして、87円プラス1,266円となるそうでご

ざいます。また、ショートステイでは、父は最初

個室を希望いたしましたので、そのまま個室で現

在も過ごしており、１万5,572円のトータルにな

っております。利用者には、利用料が４段階にな

っていまして、父は３段階の市町村民税非課税年

収80万円以上ということで、この料金が設定にな

り、２月の利用料金の支払いは１万9,109円でし

た。そして、介護保険料として年金の中から年額

４万5,600円を払っております。

高齢者の方々は、介護保険制度のいろいろなひ

ずみの中で、この介護保険サービスの利用をやめ

ているという方も聞いておりますし、介護保険の

料金を年金の中から支払うということは大変厳し

い方もおられます。そして、新しい介護保険制度

では、介護予防、通所介護、共通的サービス、選

択的サービス、アクティビティー、アクティビテ

ィーとは音楽活動とか書道、絵画、認知症介護教

室、いわゆるレクリエーション活動のことで、こ

れは月単位の設定となっております。

要支援では、月２万2,260円、共通的サービス

です。要支援２では、その倍額近い金額の設定と

なっています。また、介護予防訪問介護では、週

、 、 、１回 週２回 それ以上の頻度利用ということで

要支援１、２、ともに月当たりの設定額となって

おります。そして、要支援から要支援１に変わり

ますが、要支援の限度額は６万1,500円です。そ

して、新たな保険制度では、４万9,700円が限度

額になります。また、要介護１の方々は、新しい

保険制度では、要支援２と、これは介護予防が組

み込まれます。現在のサービスということで、介

護を中心としたサービスを受ける方は、そのまま

の要介護１となられるわけです。

、 、このことを踏まえまして 要介護認定の更新は

認定終了前の60日前からで、例えば６月30日で切

れる方につきましては、５月１日より更新手続と

、 。なり 新規の方は７月１日からとお聞きしました

要支援から要支援１に、要介護１から要支援２に

認定変更になった方は、支給限度額が少なくなり

ますが、サービスの面での支障はないのでしょう

か。

それとともに心配なことは、新たな介護予防訪

問介護では、月単位の単価設定になっており、事

業者が現在の利用者の回数を制限することとか、

そのほかいろいろ懸念されます。このような問題

が山積する中スタートいたします介護予防サービ

スでありますが、現場の連携と事前に行われるサ

ービス担当者会議における専門職同士がしっかり

打ち合わせしているかどうかが心配な点も出てき

ます。現在本市では、この介護の仕事に携わって

いる方、介護の仕事で収入を得て生活されている

方が若い方から年配の方まで大変多くなりまし

た。利用者、介護業務従事者の立場をお考えのう
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えで、本市としての事業運営について市長のご所

見をお伺いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

ただいま鎌田議員の方から、るるお父さんのご

経験をご説明していただきながら、いろいろと今

回の介護保険制度の改正につきまして、ご所見等

ございましたけれども、ただいまのご質問の総体

的な内容ということでは、介護保険利用者並びに

介護業務従事者の立場をどのように考えているの

かというような内容かと、このように承りました

けれども、このたびの制度改正に伴いますさまざ

まな課題につきましては、議員ご懸念される部分

は十分理解できる部分でございます。私どもも今

回の高齢者の自立支援に向けた本制度の大幅な改

正に当たりまして、一抹の不安はございますけれ

ども、これらを払拭すべく法の定める範囲の中で

利用者に対するサービスを第一義にいたしまし

て、本制度の事業に関係する方々にも十分目配り

をしながら、本事業運営の中核をなし得ます地域

包括支援センターを中心といたしまして、公平で

中立性の高い事業運営を展開してまいりたいとい

う思いでございますので、今後ともご指導とご協

力を賜りたいと存じます。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 39番。

〇39番（鎌田ちよ子） 介護保険制度について、２

点目の質問をお願いします。

新たな制度では、ケアマネジャー１名につき要

介護認定者が35名、要支援者は最高で８名との枠

が定められ、40名を超えると減額となります。こ

の枠から外れた利用者は、地域包括支援センター

で対応とのお話でありますが、介護保険制度が始

まって以来、ケアマネジャーの皆さんは、試行錯

誤しながらも、よりよいサービス構築に悩み、努

、 。力し 本市の介護保険制度を支えてまいりました

介護の現場にいた経験から、ケアマネジャーの仕

事は利用者本人はもちろんのこと、家族との信頼

関係がなければ成り立たないと確信いたします。

地域包括支援センターは、市内３カ所必要なとこ

ろ、１カ所でのスタートであります。現在の業務

を滞りなく遂行するには、この枠の規定がマイナ

ス要件にならないか、大変心配するところであり

ます。このことにつきまして、市長のご所見をお

伺いいたします。

要望の方も続きまして、１点よろしくお願いし

ます。障害者自立支援法に絡みまして、障害者の

方々は障害手帳を皆さんお持ちでございます。こ

の障害者の方からの声なのですが、障害者手帳の

提示を求められましたときに、手帳の中を開くこ

とにより、顔写真と病名など記載されている事項

を同時に、見られたくなくても見られてしまう、

そのような今手帳の状況となっております。この

ようなことから、非常につらい思いをしたとお聞

きいたしました。プライバシー保護に考慮した障

害者手帳に変更できるように県当局にぜひ声を出

していただきたく、これは要望としてお願いしま

す。

前段のケアマネジャーの枠組みにつきましての

ご所見をよろしくお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） 保健福祉部長。

（ ） 。〇保健福祉部長 名久井耕一 お答えいたします

ケアマネジャーにかかわる地域包括支援センタ

ーも含めたご懸念というふうに承りましたけれど

、 、も まずこのたびの介護報酬の改正によりますと

居宅介護支援につきましては、業務に対する、業

務に要する手間、コストの適正化及びサービスの

質の向上の観点から報酬改正がなされたというも

のでございます。いわゆるケアプランの内容充実

を図るために、ケアマネジャー１名の標準担当件

数は、現行の50件を35件に引き下げるとともに、

一定程度超過する場合は逓減性を導入することに
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、 、見直しをされまして どちらかと申し上げますと

中重度者や支援困難ケースへ重きが置かれたもの

というふうに認識をいたしてございます。

軽度の要支援者に対しましては、身体の状態の

改善に向けた新予防給付対象者として、ケアマネ

ジャー１名に対して８件と定められておりまし

、 、て それ以外の要支援者の受け皿といたしまして

地域包括支援センターにおいて保健師、主任ケア

マネジャー、社会福祉士の専門職がケアプランを

作成しまして、居宅介護サービスを利用していた

だくということになってございます。

鎌田議員ご心配していただいております地域包

括支援センターの運営につきましても、先ほど市

長から答弁がございましたように、その動向を見

きわめながら、必要に応じまして、正すべきとこ

ろは正しながら、介護サービスが低下とならない

よう地域包括支援センターの充実に努めてまいり

たいと、このように考えてございますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

それから、もう一つご要望ということでしたけ

れども、障害者手帳の件でございますが、これに

つきましては、確かに鎌田議員お話しのとおり、

手帳に写真と病名を記載しているということでご

ざいますけれども、これは制度上障害者対策とし

て確認等のチェックをするための手段など、必要

があってのことと考えられますけれども、これら

の部分につきましては、県の所管ということでご

ざいますので、議員のご趣旨をお伝えしてまいり

たいと、このように考えてございますので、ご理

解をいただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） これで、鎌田ちよ子議員の

質問を終わります。

昼食のため午後１時まで暫時休憩いたします。

午前１１時５９分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎目時睦男議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、目時睦男議員の登壇

を求めます。44番目時睦男議員。

（44番 目時睦男議員登壇）

〇44番（目時睦男） 大畑クラブの目時睦男でござ

います。むつ市議会第187回定例会に当たり一般

質問をいたしますが、昨日は合併後２回目の春彼

岸の中日でありました。市民の皆さんは、先祖の

墓前で手を合わせ、墓参りをしたことと思います

が、暑さ寒さも彼岸までと言われているように、

これから日を増すごとに草木が深い眠りから目を

覚まし、活動を開始し、新緑の輝かしい春を迎え

る季節となりました。新生むつ市が杉山市長を初

め私ども議会も含め、格差のない住みよいまちづ

くりに一層努力していかなければならないと思っ

ているところであります。

それでは、通告に従い、質問に入らせていただ

きますが、市長並びに理事者におかれましては、

前向きで誠意ある答弁をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

質問の最初は、２月18日の１面トップでのマス

コミ報道された本庁舎建設にかかわる市長の市政

執行姿勢についてお伺いいたします。この件に関

して、同僚議員の慶長德造議員初め２議員の一般

質問がありましたが、私はできるだけ重複をしな

いよう、別な角度からの質問をいたしますので、

よろしくお願いいたします。

杉山市長は、合併後の施政方針の中で 「理解、

と協調」をキーワードとして市政運営に当たる姿

勢を表明いたしましたが、私なりにこの「理解と

協調」は市政執行者、あるいは市民の代表であり
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代弁者である議会の旧市町村のそれぞれの地域と

のかかわりについての姿勢をあらわしたものとし

て解釈し、先見性ある識見を備えた、さすが政治

経験豊富な杉山市長の卓越した政治姿勢と受けと

めたものでありますが、残念ながら旧アークスプ

ラザ跡への本庁舎移転の報道には、率直に言って

びっくりいたしましたし、唐突であったのではな

かったのかと思っております。そこで、次の点に

ついて質問いたします。

第１点目は、本庁舎の設置場所は、その機能や

、 、 、 、役割からして 機能性 利便性 危機管理上など

将来のまちづくり計画にも深く関連することから

も、選択肢の一つとはいえ、マスコミ取材に応じ

る前に、議会に対し、全員協議会なり懇談会など

の機会を設け、意見聴取を行うべきであったと思

うのでありますが、このことについてどのように

認識しているのかお伺いいたします。

第２点目は、合併後の最大の課題は財政再建に

あることについては認識一致するところでありま

すが、庁舎建設には多額の財政配置が必要であり

ながらも、今議会に示された行政改革大綱、行政

改革実施計画、集中改革プランに本庁舎建設が計

画されていないのはどのような理由からなのか、

財政再建策とあわせお示し願います。

第３点目は、合併協定書の中で組織機構につい

ては新市において行政の簡素化、効率性の観点か

ら、本庁及び３庁舎の有効活用も視野に入れ、再

編も含め、改革改善の検討を引き続き行うと示さ

れていますが、このこととの整合性をどう認識し

ているのか。

第４点目は、第３点目とも関連いたしますが、

報道内容によれば、市長は現本庁舎は「老朽化が

進んでいる。狭くて迷路のようで、職員は身の縮

むような思いで仕事をしている。レイアウトに配

慮しているものの、市民にとって利用しにくい」

と載っていますが、財政再建と行政の全体化を考

えたとき、大畑、川内、脇野沢庁舎の有効活用も

考え、３庁舎への部の移動も含めた本庁舎の実態

解消策も選択肢の一つとする考えがないかお伺い

いたします。

次に、入湯税についてお伺いいたします。下北

半島は、日本最大霊場の恐山を初め、薬研、湯野

川、鯛島、仏ケ浦、大間崎などなど、山、海、川

ともに自然環境に恵まれた風光明媚な地域である

ことに加え、下風呂温泉、薬研温泉、湯野川温泉

など、どの地域にも温泉がわき出ている温泉半島

と言っても過言でなく、これらの資源を生かした

観光産業が地域経済の発展に大きく寄与している

のでありますが、新幹線青森駅開業が間近となっ

たことからも、今後ますます観光客がふえる状況

、 、にあり むつ市としてこれまで以上に関係団体と

より一層連携をし、観光産業の発展に努力してい

かなければならないと考えるところであります。

このように多くの温泉を有しているむつ市であ

りますが、地方税法では、これら鉱泉浴場利用者

に対し、入湯税の課税対象としているところであ

り、合併前の旧市町村の入湯税に対する課税免除

取扱条例が異なっていることからも、合併協議会

の協議の結果、４項目の課税免除規定で合意施行

しているのでありますが、この点について質問を

いたします。

第１点目は、地方税法の解釈として、入湯税は

行為税であり、鉱泉浴場における入湯に対し、入

湯客に課するものであり、宿泊施設を有する施設

においては、宿泊者はもちろん、日帰り者であっ

ても入湯者には課税対象であると理解しておりま

すが、専ら日帰り客の利用に供され、宿泊設備を

有しない施設に入湯する者を課税免除している理

由を明らかにしていただきたい。

第２点目は、入湯税は環境衛生施設及び消防施

設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観

光の振興に要する費用に充てるためとしているこ
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とから目的税になっておりますが、平成17年度歳

出の内容と平成18年度予算では681万8,000円の歳

入を見込んでおりますが、今後の歳出計画をお示

し願います。

以上を申し上げ、壇上からの質問とさせていた

だきます。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 目時議員のご質問にお答えい

たします。

ご質問の要点は、むつ市役所の本庁舎と市議会

をむつショッピングセンター中央店アークスプラ

ザ跡に移転する旨の新聞記事について、むつ市議

会に説明もなく新聞発表した市長の真意について

お尋ねでありますが、むつショッピングセンター

中央店アークスプラザへのむつ本庁舎移転につき

ましては、さきに慶長議員、斉藤議員へお答えし

たとおりであります。２月18日、東奥日報朝刊の

１面の記事についてでありますが、掲載日の前日

に記者からの取材があり、その中で昨年９月に破

産閉鎖したむつショッピングセンター中央店アー

クスプラザ跡へむつ市役所本庁舎と市議会を移転

する考えはあるかとの質問があり、私なりの考え

をお答えしたものであります。市役所庁舎移転に

つきましては、これまでむつショッピングセンタ

ーの破産管財人側と話し合いをしたこともありま

せんし、市役所内部で検討したことでもなく、議

会にご説明できるような煮詰まった話でもありま

せん。あくまでも私個人が考えた一端をお話しい

たしたものであり、決して議会を軽視しての発言

ではありませんので、ご理解いただきたいと存じ

ます。

次に、ご質問の第２点目、庁舎建設には多額の

資金が必要であるが、行政改革大綱、行政改革実

施計画、集中改革プランに本庁舎建設が計画され

ていないのはどのような理由からかとのお尋ねで

。 、あります 本定例会でお示しした行政改革大綱は

限られた行政資源の有効活用を図り、簡素で効率

的、効果的な行財政運営システムの構築を目的と

しており、財政健全化のための基本方針を示した

ものであります。したがいまして、当市の将来計

画を定めた新市まちづくり計画、さらには今後作

成が予定されております長期総合計画とは、その

目的を異にしており、本庁舎の整備計画は、その

段階で論議されるものと考えております。

次に、ご質問の第３点目、合併協定書に記載さ

れております「組織機構について」との整合性に

ついてのお尋ねでありますが、組織機構について

は、行政ニーズに対応して常に見直しが図られる

。 、ものであります その主眼としておりますことは

市民サービスの向上であり、効率的な行政運営で

あります。本庁舎建設は、本庁舎と分庁舎の役割

分担の中で論議されるべきものと考えております

が、現在の行政サービスを継続するうえでも、本

庁舎が手狭であることは間違いないことであり、

早晩財政状況も勘案しながら建設について検討を

加えなければならないものと考えております。分

庁舎の有効活用と本庁舎の機能とは、別の問題で

あると認識しておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、ご質問の第４点目、分庁舎への部の移動

についてのお尋ねであります。分庁舎への部の移

動については、合併協議の中で、各庁舎の有効利

用を図る手だてとして具体的案を検討した経緯が

ありますが、同意、合意には至りませんでした。

今後市民の理解が得られれば、それこそ選択肢の

一つとして検討することもあり得ると考えている

ところであります。

次に、入湯税課税についてのご質問にお答えい

たします。まず、第１点目の専ら日帰り客の利用

に供され、宿泊設備を有しない施設に入湯する者

を課税免除している理由を明らかにしてほしいと
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のご質問であります。入湯税の課税免除につきま

しては、むつ市税条例第130条第４号において、

宿泊設備を有する施設において専ら日帰りで入湯

する者と規定しております。これは、合併時に旧

大畑町の例により各市町村の実情を考慮して調整

することとし、旧大畑町の課税免除規定を他の市

町村の状況を加味して整備いたしました。この条

例改正については、平成17年２月開催の第183回

定例会で議決されております。ご承知のように入

湯税は、地方税法第701条に規定されており、鉱

泉浴場の入湯客が課税の対象者になっておりま

す。確かに目時議員がおっしゃるとおり、宿泊客

に限定しているものではありません。しかし、同

じく地方税法第６条においては、広域等による課

税免除及び不均一課税について地方自治体の裁量

にゆだねられているところでもあります。旧大畑

町は、日帰り、宿泊する、しないを問わず課税さ

れていましたが、旧むつ市が申告がないことなど

、 。の実態から これまで課税しておりませんでした

また、旧川内町では、宿泊客に限定して課税し、

旧脇野沢村は課税しておりませんでした。これら

旧４市町村の均衡を考え、急激な負担増を避ける

ために日帰り客を非課税対象としましたことをご

理解いただきたいと存じます。

２点目の入湯税額の歳出計画を示してほしいと

のご質問でありますが、予算書上で財源の充当先

が明示されておりませんものの、鉱泉源の管理や

各地域所在の観光施設運営等、観光費全般の財源

となっております。目時議員ご指摘のとおり、入

湯税は鉱泉浴場における入湯行為に対して課税す

る目的税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管

理施設、消防施設等の整備、観光の振興などに充

てるために課税いたしております。これらの事業

実施に当たっては、入湯税の財源を生ずる鉱泉浴

場の区域に限られるものではなく、市内全区域に

おけるこれらの事業財源に充当し得るとされてお

りますことから、財源の使途について予算書には

事細かく明示しておりませんので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 今市長から答弁があったわけ

でありますが、前後しますが、入湯税について再

質問をさせていただきたいと思います。

ただいまの市長の答弁によりますと、宿泊施設

の利用者だけではなくてという表現を、答弁をし

ているわけでありますが、新しい条例によります

と、先ほども言いましたように、第４項で専ら日

帰り客の利用に供され、宿泊設備を有しない施設

に入湯する者、ほとんど私なりの理解としては、

宿泊施設のない鉱泉浴場に入湯する者というの

は、日帰り客だと思うのです。そういう意味から

しますと、私なりのこの条例の理解としては、日

帰り客は入湯税は課さないと、このような理解を

するわけであります。そういう面から、条例の解

釈の部分について、再度１点お願いしたいと思い

ます。

関連するわけでありますが、課税免除、地方税

法の課税免除の中では、公益上の事由により課税

を不適当とする場合においては課税をしないこと

。 、ができると確かにされております そういう中で

先ほどの市長の答弁にもありましたが、合併前の

旧大畑町のこの入湯税にかかわる条例では、鉱泉

浴場であり、公衆浴場となっている施設であって

も課税対象としておった。というのは、日帰り客

であっても課税対象となっておりました。先ほど

の１点目の質問と旧大畑町の条例との関係につい

て、再度の答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 総務部税務調整監。

〇総務部税務調整監（佐藤忠美） ただいまの目時

議員の条例の解釈ということでございますが、確

かに合併協議会の専門部会であります税務分科会

におきましては、宿泊を有しない施設に対してい
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ろいろ検討してまいりました。しかし、ただいま

おっしゃいましたとおり、宿泊を有しない施設と

いうことは、当然のように日帰りということにな

ります。しからば有する施設はどうするのかと、

市内に12カ所ある鉱泉地の中には旅館もあります

ので、そういう旅館の宿泊を有する施設について

はどんなふうに解釈するかということは、分科会

の方で話し合いとなりました。有しない施設とい

うことで話し合いした結果、実際議案として提出

する際に、それでは有する施設が救えないのでは

ないかということで、税務の条例改正する担当の

段階で 「有しない施設」という文言を「有する、

施設」として、日帰り者を中心とした方々を課税

免除するのだというふうに解釈し直しまして、今

目時議員がおっしゃった「しない施設」ではなく

て 「有する施設」ということで条例提案させて、

いただいた次第であります。

以上です。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 今の答弁で一つ理解をしたわ

けでありますが、関連する部分で別な角度からの

質問をさせていただきたいと思いますが、大畑地

区は、ご案内のように林業、水産の町、とりわけ

イカ漁が盛んなころは、旅の船が多く係留をして

港を利用していたことからも、人口に比して公衆

浴場である銭湯が多くあるわけであります。現在

も旅の漁業者の利用客が減ってはおりますが、そ

ういう中から事業者は厳しいながらも経営を続け

ているのが現状であります。国の通達によります

と、老人福祉センターなどの入浴施設と公衆浴場

との競合問題の調整についてということで、一般

の公衆浴場の廃止との関連や浴場業の経営の安定

などに配慮しながら、公衆浴場業の環境衛生同業

組合の意見なども十分聴取し、通達に当たられた

いとなっているわけでありますが、条例改正の過

程で意見の聴取なり調整を図ったのかどうかお伺

いをいたしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 総務部税務調整監。

〇総務部税務調整監（佐藤忠美） ただいまご質問

ありました旧大畑町の課税対象との整合性をどの

ように理解しているかとのご質問でございます

が、合併後の条例は、先ほど市長からお答えあり

ましたように、旧市町村の均衡と激変緩和といい

ますか、課税している地区と課税していない地区

と、４市町村の中にはいろいろ激変と言われるよ

うなことがございましたので、それを緩和すると

いうことを考慮しながら整備いたしたものであり

ます。もちろん整合性につきましても、十分検討

したうえで均衡を図り、議会に提案いたしたと存

じております。

２点目の条例改正の過程で意見の聴取、それか

ら調整を図ったかというお尋ねでございます。こ

れにつきましては、税率等重要案件につきまして

は、先ほど申しましたとおり、合併協議会に協議

事項として付託し、協定された後、急激な税負担

を回避するという非課税措置を検討いたし、調整

してまいりました。議員おっしゃいました同業組

合ですか、そちらとの協議等はいたしておりませ

んでした。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） ただいまの答弁と関連して要

望したいと思いますが、先ほども大畑地区の経緯

なり現況についてはお話ししたような状況で、銭

湯の経営者というか、公衆浴場を経営している方

々については、市民の生活なりそういう点等含め

たときに、健康問題等々で県内でも市町村によっ

ては経営の安定を図るというか、経営の援助をす

るというような趣旨から助成措置をしている部分

もあります。本市では、そのような部分はないわ

けでありますが、そういう点も含めたときに、今

公衆浴場の経営者は大畑地区だけではなくて、本
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市全体の経営者の方々が大変厳しい状況にあると

いう私なりの理解をしているわけであります。そ

ういう面からした場合に、まず一つには、こうい

う入湯税との関係等々も含めて、やはりその経営

者の団体なり等々との連絡調整を図るべきであっ

たし、そういう面で今後のそれら公衆浴場と鉱泉

浴場との関係、かかわる入湯税との関係等々含め

て、目配り、気配りをした調整を十分持っていく

ということを要望しておきたいと思います。

かかわる入湯税について、もう一点質問をさせ

ていただきたいと思いますが、薬研温泉には市の

施設として数カ所の源泉からポンプアップして集

湯をし、その温泉を各ホテル、旅館に分湯してい

るわけでありますが、昨年ポンプの故障により分

湯できなくなったことから、旅館、ホテルが予約

客のキャンセルをせざるを得なくなった、こうい

う事態が発生したのであります。営業に支障なく

修理を行うためには、磨耗部分の部材を事前に購

入準備することによって対処できることでありま

すが、当時の状況の中では、予算の事情から、こ

の部材を事前にスペアとして準備することができ

なかったというようなことから一定の修理期間が

かかったと、このようなことであります。そうい

、 、うことからも 今後の対応についてでありますが

万全を期すためにも入湯税とのかかわりも含め

て、このように予約のキャンセルをするというよ

うな事態を防ぐためにも、こういう予備的なとい

うか、部材、部品の準備を事前にしておくという

ことについての考え方について、担当部局は違う

と思いますが、経済部だと思いますが、考え方を

お示し願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 薬研温泉の集湯ポンプ故障に

つきましては、私が出席いたしました薬研町内会

との懇談会の席上でも要望事項として承ってまい

りました。ただし、ポンプのどの部分をどういう

ようにするかというようなことを考えますのも必

要でありましょうが、ポンプ全体の老朽化という

問題に真正面から取り組まなければならないだろ

うと、そう考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 今市長から答弁がありました

が、確かにこのポンプについては相当な年数を経

過しておりますが、老朽化していることについて

は私も承知をしています。そういう面では、次の

故障を防ぐという面で、ポンプの全体を取りかえ

るということも含めて検討するのかどうか、お答

えを願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） まず、ポンプが今どのような

、 、経年経過があるのか それらについて調査をして

それによって対応策を確定させるという取り組み

方になってまいりますので、ご理解願います。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 今お答えありましたが、私は

提案でありますが、ポンプ全体を更新するという

ことが近い将来の中でまだ財政的な部分でも無理

だとすれば、先ほど言いましたように、当座の措

置として、再度の故障の場合に備えて部品のスペ

アを準備していくという考え方も含めて検討する

のかどうか、再度のご答弁をお願いしたいと思い

ます。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 検討のための調査をするとい

うことでお答えしていますから、調査の結果が出

てから、それによって対応策を考えるということ

であります。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 調査の結果、建設的な対処を

期待申し上げて、入湯税の関係については終わり

たいと思います。
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１点目の本庁舎の建設の関係について、１点だ

け再度お聞きをしたいと思います。冒頭の質問の

４点目とのかかわりでありますが、冒頭の質問で

も触れておりますように、確かに私なりにも現在

の本庁舎、十勝沖地震の経験とか、いろいろ増築

をしてきた等々含めて、老朽化が進んでいるし、

狭くて大変だと、職員も大変な環境の中で仕事を

しているということについては、市長の認識と同

じ認識をしているわけでありますが、しかし財政

との関係等々含めた場合に、当面はやはり本庁舎

、 、建設ということについては 財政再建がまず先と

私なりにはそう認識をするわけであります。そう

いった中で、この部分を現在の実態を解消すると

すれば、やはり今の川内、脇野沢、大畑の各庁舎

の有効利用という面についても考えていくこと

が、先ほどの市長の答弁の中では選択肢の一つだ

というようなことでありますが、そういう点での

検討も含めてしていくことだと思いますが、私は

とりわけこの現在の各庁舎を、やはり本市の全体

化、地域的な全体化を図っていく、こういう点も

、 、考えてみた場合に むつ市全体の活性化というか

そういう点等々見た場合、例えば川内地区の場合

には林業の問題については大変やってきていま

す。そういう面では、例えば現在の経済部を川内

庁舎に置くと、こういうふうなこととか、猿の問

題等々の中では教育委員会を脇野沢庁舎に置くと

か、こういう点等も含めて、やはり新しい市民全

体が本庁舎一つだけではなくて、それぞれの機能

を、地域的な機能を果たしていく中で業務をして

いくというふうな部分についての考え方も持って

しかるべきではないのかと、このように思ってい

るわけでありますが、私の提言等も含めて、市長

の所感があればお聞きをしたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） 合併協議会の組織のあり方に

ついて若干振り返ってみたいと思うのですが、合

併協議会は議会の代表として、議長と議会が選ん

でくれた議員、さらに地域住民の方々が有識者と

いう形で２人ないし３人、そういう構成で審議を

する場面と、その中で審議されるための議題を精

査するための市町村長会議という部分の二つに分

かれて会議を進めてまいりました。具体的に申し

上げると、ちょっと弊害がありますので、漠然と

申し上げますと、経済部を某庁舎に丸ごと移すと

いうプランが第１号プランでありまして、これに

対しては、移されない町村の町長、村長が猛反対

されました。猿の問題も、当然そのような観点か

ら検討を加えられたのでありますが、一つの分庁

舎にまとまった部を置くことはよろしくないと、

やはり本庁に置くべきであるという原案がそこで

でき上がりまして、それを全体の会議の中でお示

しをして、現在行われておりますような取り組み

になっているわけであります。

先ほどもお答え申し上げましたように、行財政

改革は常に検討を加えられていなければならない

、 、ものでありますから 目時議員のご提案も含めて

今後行財政を改善するための委員会等の中にこの

ような考え方を提示し、検討してもらう、それを

議会でご審議いただくというような形に持ってい

く場面もあろうかと思っておりますので、そのよ

うにご理解を願いたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 44番。

〇44番（目時睦男） 今市長から答弁がありました

ので、これから具体的に検討過程も含めて議会と

の相談がされるものと、このように理解をしてお

りますし、私たちも市民の代弁者として、今後新

しいむつ市の発展のために努力をしていきたい

と、このように考えておりますので、議会との相

談を十分に果たしていただくよう要望しながら質

問を終わっていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。

〇議長（宮下順一郎） これで、目時睦男議員の質
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問を終わります。

１時50分まで暫時休憩いたします。

午後 １時４０分 休憩

午後 １時５０分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎澤藤一雄議員

〇議長（宮下順一郎） 次は、澤藤一雄議員の登壇

を求めます。14番澤藤一雄議員。

（14番 澤藤一雄議員登壇）

〇14番（澤藤一雄） 議員として、この３月６日を

もって満１年になりました大畑町選出の澤藤であ

。 、ります これまで大畑の皆さんの大きなご支援と

市長並びに議員皆様方のご指導を賜りますことに

心からの感謝とお礼を申し上げ、むつ市議会第

187回定例会に当たり一般質問をさせていただき

ます。

旧大畑町にとって、この１年はまさに激動の１

年でありました。旧大畑町最後の議会において、

私の質問によって大畑病院が入院のできない診療

所になることが明らかになり、このことをめぐっ

て命と健康を守るという政治と行政の最大にして

最低限度の責任が、今もなお問われているのであ

ります。

さて、市長が施政方針で述べられたように、国

の三位一体の改革に端を発する各種構造改革が進

められ、増税に加えて医療、年金を含む社会保障

制度の見直しが行われ、失業で収入が途絶えたう

えに、この先老後の生活に欠かすことができない

年金までがなくなるのではないかという社会不安

が大きく広がっています。市場原理主義が強調さ

れ、新自由主義的傾向が強まる中で、地域間ある

いは企業間など、国レベルの格差社会が既に始ま

っているという報道がされています。

さて、我がむつ市に目を転じますと 「半島・、

」「 、 」山間部人口減少著しく 下北 国予測を上回る

という報道がありました。日本は、戦争によるも

の以外の人口減少という未知の領域に突入しまし

た。しかも、これまで各種の先進的事例は、首都

圏から始まるのが常でありますが、こうした負の

現象は、残念ながら地方から始まるようでありま

す。旧町村の住民は、蔓延していた閉塞感が合併

によって払拭され、明るい展望が見えるのではな

いかと淡い期待をしていたわけでありますが、む

しろ地元に行政権限がなくなることで商工業の不

振が加速するなど、経済が一気に落ち込んで過疎

化が急激に進んでいると実感しています。

私はこの１月、大畑地区木野部集落の皆さんに

ご協力をいただいて、地域の実態調査をさせてい

ただきました。木野部集落は、世帯数60、このう

ち65歳以上のいわゆる高齢者のみの世帯は38世帯

で、集落全体の63％を占めており、このうち１人

暮らしの世帯が20世帯、33％であります。人口は

152人、このうち65歳以上の高齢者が76人で、高

齢化率が市全体では21.43％に対して50％、75歳

以上のいわゆる後期高齢者は33人、市全体では

9.76％に対して21.7％を占めているのでありま

す。こうした高齢者世帯の収入は、ほとんどが年

金であります。国民年金は、40年間保険料を納め

た方が65歳から受給する、いわゆる基準額では

79万4,500円 月額にして６万6,200円 これが60歳、 、

からの受給ですと30％減額の55万6,150円、月額

で４万6,300円であります。公的年金は、八つの

法律によって支給されており、職歴により個人に

よって金額が異なるわけですが、中には国民年金

保険料の未納や免除期間があって減額されている

方が多く、むしろ満額受給の方は少ないだろうと

思います。それでも夫婦２人が健在なら何とかな

りますが、ひとり暮らしでこの中から各種税金や
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介護保険料、医療費を含むすべての生活費を賄う

ことは大変なことであります。しかし、木野部は

海と山があります。ほとんどの元気な男性は漁船

を持ち、ウニ、アワビやタコ、マス、ヤリイカな

どの漁業を営み、女性は海藻などいそ漁に従事し

ます。これらが現金化され、あるいは自家消費や

土産としてわずかばかりの年金収入を補っている

のであります。

この調査の中から幾つかの事例を申し上げます

と、夫婦２人暮らしで食事や買い物はホームヘル

プサービスを利用しているというケース、80代で

ひとり暮らしの母親が弱ったので、首都圏に住む

、 、60代の娘さんが帰ってきていて 休暇をもらって

それでも足りなければ休職をお願いしてきた、だ

けれども、もう戻れないでしょうというケース。

母親を残して息子が出稼ぎに行っているが、40代

、 、の息子さんは いずれも独身というケースが３件

中にはふるさとが忘れられなくて、６年前にＵタ

ーンしてきたというひとり暮らしの70代の女性

と、60代の夫婦の世帯もありました。ことし１月

の町内会総会で集まった際、あと30年もしたらこ

の部落はなくなるのではないかという話になった

といいます。30年もつのかという疑問すらありま

す。そして、それは突然にして市民が一人もいな

くなることではないのであります。政治と行政が

集落の衰退を成り行きに任せるのか、その場合集

落の市民がゼロになるまで日々の生活をだれが支

えるのか、市街地や住宅のバリアフリーが言われ

て久しいのですが、集落ではバスで市街地まで通

院や買い物をする場合でも、冬は停留所の前が除

雪で盛り上がった雪の壁に遮られてバスに乗れず

に病院にも行けないことがあると言います。私も

現場を確認いたしましたが、急斜面のため、登山

道のようにつづら折りの坂道であります。このこ

とで町内会長から、下北交通にバス路線の変更に

ついて要望書が提出され、下北交通では専務さん

やドライバーの皆さんが町内会関係者と実際にバ

スを走らせて検証した結果、安全が確保できない

ことにより実現できませんでした。今回私は、木

野部集落の調査をいたしましたが、旧町村地区で

は、多かれ少なかれ同じような状況にあるだろう

と思います。

市長は施政方針の中で 「むつ市が格差社会に、

埋没しないで、むつ市らしさを保って自主・独立

の道を歩んでいくために、今何をしなければなら

ないか、何をしておかなければならないかが、新

市発足間もない私どもに課せられた大きなテーマ

」 。 、である と格調高く述べられました だとすれば

新市まちづくり計画の基本理念にうたわれる「人

と自然が輝く やすらぎと活力の大地 陸奥の

国」を実現するためにも、この急激な過疎化にた

だちに対応することが求められます。漫然と集落

の衰退を見過ごすのではなく、現状の集落をどう

、 、やって維持し さらには集落自体が元気を回復し

永続的に循環していく仕組みをいかにつくるかで

あります。これは、市内の類似集落の対策を考え

。 、るうえでケーススタディーでもあります そして

それはまさに政治と行政の責任であります。

「息子が東京に来いと言うけれども、木野部は

春早くに山菜がとれるし、いそではフノリやイワ

ノリ、ウニやアワビがとれるので、元気なうちは

ここで暮らしたい 、これは70代ひとり暮らしの」

女性が話してくれました。人は、なかなか住みな

れたところから離れたくないもののようでありま

す。内閣府が行った調査では、都市住民で団塊の

世代を含む50歳代の45.5％が週末は田舎で過ごし

たいと言い、50歳代の28.5％は、田舎での定住を

望んでいると言います。そのためには、医療機関

の整備や土地や家屋を安く入手できることなどが

条件のようでありますが、まずは今住んでいる市

民の方々にいかにして生きがいを持って元気に暮

らしていただくかを考えなければなりません。市
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長には、市の中心部と格差が拡大して２倍以上と

大きく過疎化の進んだ集落に住む新むつ市の市民

の状況をどのように認識され、どのような対策を

講じられるのか、ご所見をお伺いいたします。

次に、漁業対策についてでありますが、旧大畑

町の来し方を振り返ってみますと、南部ヒノキと

言われたヒバ材の生産と、イカを主力とする漁業

の町として、多いときには１万3,600人余の人口

を擁し、町の部では県内でも１、２位を誇る民度

の高い町でありました。時代、環境の変遷ととも

にこれら産業の衰退を来し、現在は新むつ市の一

員となったわけでありますが、町民から市民にな

ったといっても生活が変わるものでもなく、地道

に自らのなりわいを全うし、希望を持って努力し

ていくべきものと認識をするものであります。

このような中、水揚げ量が大きく落ち込んでい

るとはいえ、やはり大畑地区最大の基幹産業のか

なめの施設であります現在の大畑町魚市場は、昭

和48年に建築されて以来32年を経過し、老朽化が

進んだことから、新むつ市になってから建て替え

のための基金条例が整備され、平成17年度、平成

18年度にも一部改修が行われますことに心から感

謝を申し上げるものであります。

近年の食品に対する安全安心は、米国産輸入牛

肉に例を求めるまでもなく、我が国ほど厳しく問

われる国はありません。このための改修であり、

雨漏りやカモメ、カラスなどによる被害は回避で

きます。しかし、風が吹くたびに腐食の進んだ鉄

骨からばらばらとさびが落ちて、イカの入った発

泡スチロールの上や、入札に訪れた仲買人の頭に

降り注ぐ、定置網や底建て網の皆さんがヤリイカ

やカレイを箱詰めしているときに、直接魚にもさ

びが落ちてくるという状況であります。まさに水

揚げされたばかりの生鮮魚介類の衛生管理が問わ

れる事態、魚価の下落も懸念される事態となって

いるのであります。

また、魚市場が外港の一番奥にあることから、

水揚げのために船が航行するたびに引き波によっ

て漁港の静穏度が下がり小型船の係留に適さない

状態にあり、加えて川港の護岸改修によって係留

場所が狭くなっている状況にあります。地域の基

幹産業を元気にし、新しく市民となった大畑地区

住民の生活を守るために財政が厳しいことは重々

認識をしながらも、早い時期での魚市場改築をす

べきだと思いますが、市長のご所見をお伺いいた

します。

以上、市長並びに理事者の方々の前向きなご答

弁をお願いして、壇上からの質問といたします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

（杉山 肅市長登壇）

〇市長（杉山 肅） 澤藤議員のご質問にお答えい

たします。

まず、ご質問の第１点目の過疎集落住民の生活

支援及び第２点目、過疎集落の再生についてであ

りますが、関連する事項でありますので、一括し

てお答えいたしたいと存じます。ただ、申し上げ

ておきたいのは、私が住んでおります近川という

ところは、木野部と同じ状況です。ただ、ちょっ

と元気があるのは、私がいるからではないでしょ

うか。それは冗談といたしまして、大畑地区の木

野部集落は、人口の半数以上が65歳以上の高齢者

であり、高齢化と同時に過疎化も進んでいると、

これらの集落に対するむつ市の対策についてのお

尋ねであります。

昨年の10月に実施しました国勢調査の速報値に

よりますと、川内、大畑、脇野沢の３地区の総人

口は、昭和35年の２万7,568人と比較して、１万

1,757人減の１万5,811人となり、実に42.6％の大

幅な減少となっておりますので、過疎集落住民の

生活支援は、木野部地域に限らず、全市的な課題

として取り組んでいかなければならない問題であ

ります。ただ、一口に生活支援と申しましても、
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間口が余りにも広過ぎて、事例を挙げて一つ一つ

お答えすることは無理がありますが、今現在市が

65歳以上のひとり暮らしの方などに対して行って

いる対策、例えば緊急通報装置や福祉安心電話の

貸し出し、あるいは訪問理容美容業サービス、軽

度生活援助ホームヘルプサービス事業などが具体

的例として挙げられると思います。しかし、集落

の地形や構成人口の中身など、集落によって、あ

るいはそこに住む人によって市に求める支援が異

なると思っておりますので、可能な限りそうした

声を拾い上げる体制を構築し、取り組んでまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

集落の再生という大変大きなテーマにも言及さ

れておりますが、悔しい思いでいっぱいであるこ

とを前置きして、再生のための有効な施策は残念

ながら簡単にお示しすることはできない現実をご

理解いただきたいと存じます。ただ、一つ申し上

げることができますことは、そこに住んでいる家

族を養っていけるだけの所得が得られるかどうか

が集落再生の重要なポイントであると考えますの

で、今まで営んできた農業や漁業の復活も選択肢

。 、になり得ると思います 集落再生に関する認識は

澤藤議員と同じものがありますので、この後も澤

藤議員を初め議員の皆様方のご意見を拝聴しなが

ら、地道に取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

お尋ねの２点目は、魚市場の改築についてであ

ります。大畑町魚市場施設につきましては、昭和

48年８月30日に、現在地に耐候性高張力鋼コルテ

ン造り、３階建て、建築面積4,675.9平方メート

ル、建設費１億7,600万円で建設されてから既に

32年を経過しているわけでありますが、澤藤議員

ご指摘のように、老朽化あるいはそれに伴う塩害

。 、等による腐食が進んでいる現況にあります また

、 、 、建設以来長年を経過したことに伴い 位置 構造

あるいは規模などにおいて、使用に不便な面も出

てきている状況であると理解いたします。これま

、 、でも必要度 緊急度に応じて屋上の防水改修工事

、 、コンクリートのたたき補修 照明設備の全面改修

あるいは防虫ネットの設置等、比較的大規模な修

理や改修を実施してまいりました。これらのこと

から、平成17年度において、魚市場特別会計に基

金条例を設けて今後の建て替えに向けて準備を始

めたところであります。

さきの慶長議員へのご回答でも触れましたが、

現在大畑地区マリンビジョン構想が検討され、計

画策定のための作業を進めている状況でありま

す。新市の将来ビジョンを内包した本計画の策定

に当たりましては、魚市場をただ単に改築するば

かりでなく、漁業生産体制や水産物の流通加工体

制の将来像を勘案しながら、具体的には漁業者の

利便性あるいは漁港を取り巻く環境問題、また海

洋性レクリエーションの秩序づくり、さらには漁

業や海とかかわる地域産業の育成や漁業者の減少

に歯どめをかける人づくりなども重要な課題にな

るものと考えているところであります。今後さら

によりよい魚市場のあり方について検討を進める

とともに、漁業関係者のご意見はもとより、漁業

協同組合や関連する諸組合、あるいは魚市場運営

審議会など、関係機関との協議を積み重ねてまい

りたいと考えておりますので、具体的な改築時期

あるいは規模等につきましては、いましばらくの

猶予を賜りたいと存じます。ご理解を賜ります。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） ただいまご答弁をいただきま

したが、まず初めに第１点目の集落再生の部分で

ご質問を申し上げます。

今市長は、ご答弁の中でいろいろな福祉対策を

もって対応していくのだというようなことでござ

いまして、ただ私は先ほども申しましたように、

高齢化率が50％、そして後期高齢者の占める割合
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も21.7％、非常に高齢化が進んでいます。福祉対

策によるもの、既存の行政施策で果たしてそうい

う対応が万全に行えるのかというような疑問を持

つ、そういう観点から、集落全体を一つのエリア

として、暮らしやすい地域、市民の生活を丸ごと

支援するシステムを構築すべきだということを提

案申し上げたいのですが、まず３月末で廃校とな

る公共の財産である佐助川小学校を集落の生活支

援拠点施設として再生をするということを考えて

みました。そして、その中に最低限度必要な生活

用品の共同のマーケットを開設する、二つ目には

魚介類の加工品を生産し、首都圏に居住する集落

出身者などに通信販売を行う、それから民宿機能

、 、を整備して 県が整備した木野部海岸の築いそや

釣り船を活用したブルーツーリズムを展開する、

四つ目は、集落出身等のＵターンやＩターンを誘

導する、五つ目は、除雪や庭木の手入れなど、生

活支援体制を構築する、これは市長が言われまし

た軽度生活支援の制度の中で、それを中心地から

随分離れた地域にありますので、それをどのよう

に集落の中で完結させるかという部分が考えられ

るだろうと、こう思います。それから、次の除雪

や庭木の手入れなど、生活支援体制を構築する、

これも先ほどと同じような対応でいいと思いま

す。それから、６点目は、高齢者の孤立を防ぎ、

コミュニケーションの確保や運動不足の解消を図

ることであります。

それから、バスの問題、交通手段の問題であり

ますが、壇上から申したように、現在バイパスを

、 、バス路線が通っているわけですが これを旧国道

つまり集落の中心部を通るようにというような要

望が下北交通に出されましたが、これが安全上の

対策で無理だということになりましたので、あの

。 、集落は差し渡し２キロの距離があります それで

病院に行かなければならないような方がバイパス

のバス停に行くまでが大変だと。行ってから除雪

によってできた雪の壁を取り除かなければバスに

乗れない。そして、帰ってきたときに、また対岸

にそのバスからおりるわけですけれども、それが

同じような状況があると、高速で通行する車があ

るわけですから、安全上非常に問題があるという

ことです。こういう状況の中から、集落の中でこ

うした危険なバス停を利用しないでも、集落の端

っこの方にある、入り口にあるバス停を利用すれ

ば、そういう危険がないわけですので、国土交通

省が法改正をして、自家用車による人の輸送につ

いて、市町村やＮＰＯによる事業が可能になりま

した。この集落のバス停まで市民を輸送するシス

テムを構築すべきだと、このように思います。

県は、来年度から提案型の事業に合併市町村で

は1,000万円の事業費に補助率２分の１、つまり

。500万円の補助金を交付する制度をつくりました

３月末で廃校となる佐助川小学校、教育委員会で

はその活用について地元町内会に打診した経緯が

あるようですが、町内会単独ではなかなか無理だ

ろうと思います。だとすれば、行政がモデル事業

として県の補助金を活用し、指定管理者制度を導

入するなど、活力を失いつつあるこのような集落

を、まさに「人と自然が輝く やすらぎと活力の

大地 陸奥の国」に再生すべきだと思いますが、

市長のご所見をお伺いします。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） ３月31日をもって廃校となる

佐助川小学校を活用し、木野部集落地域住民の生

活支援を図れとのご意見と伺いました。佐助川小

学校閉校後の活用につきましては、教育委員会で

は木野部及び赤川町内会と何度か相談いたしまし

たところ、近くに集会所があり、またなかなか他

への使い道がなく、特に町内会からの要望はない

との状況であります。したがいまして、教育委員

会では現在佐助川小学校の体育館に大畑地区の民

具、二枚橋遺跡等の考古資料を保存しておりまし
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て、今後も歴史的資料の保存のための施設として

活用いたしたいとのことであります。仮に議員ご

提案の指定管理者制度を導入することにより新た

な活用を図っていくといたしますと、そのための

種々の条件整備が不可欠でありまして、魚介類あ

るいは加工品のための機器の整備、また校舎の教

室等を宿泊施設へ活用するためには、大幅な改築

も必要となるなど、かなり多額の経費を要するこ

とは明らかであります。このようなことから、現

時点では教育委員会では体育館を活用するという

方針でありますし、校舎の教室等の改築には現在

の市の財政状況及びコストパフォーマンス等を考

えますと、かなり難しいものと思われます。校舎

を活用したそれらの事業等を行いたい方がいれ

ば、校舎を譲渡するといった方法も考えられるこ

とから、今後の課題とさせていただきたいと思い

ます。これは、国が遊休資産をできるだけ民間に

買い取ってもらって財源にしたいという方針も示

している中での地方もこれを、手法を取り入れる

ということも決してできない相談ではないと思う

のでありますが、私は地域の活性化には、まずお

年を召していらしても、元気のある方がいて、地

域をまとめるような活動をなさっていただけば、

それによって活力を取り戻すための知恵がその地

域から出てくるのではないかと思います。

表現がちょっとよろしくないかと思いますが、

行政がいわば押しつけたような形でこういうこと

をやりますよと言っても、サポートする気持ちが

なければ、それは単に施設を提供してさしあげる

だけのことになってしまう可能性があり、逆にお

荷物になるということが経験則的にわかっている

ことでありますので、そういう活力のある、若い

方であれば、またそれ以上のことはないのであり

ましょうが、お年を召した方でもそういう発想で

地域のためにやろうではないかという呼びかけ人

をやっていただけるような人がいらっしゃれば、

これは大変助かるなと思っております。

また、バスの方はまだ相談の余地はあるようで

ありますし、必ずしも今走らせているような大型

バスでなくても、今はやっていますのがデマンド

バスというものがありますけれども、こういうも

。 、のの検討ができないかということが一つ さらに

ご発言の中にありましたような少し大型の乗用車

でデマンドバスと同じような仕事をしてもらうと

いうことも十分可能になってまいりましたから、

そのようなものを活用する道はあるのではないか

と思っておるところでございます。

いろんな場面で地域の方々と話し合いをし、そ

してその中からできれば地元の中心になるような

方が手を挙げてくださることを心待ちにしていき

たいと思います。行政の方で働きかけるのは、物

をつくってさしあげる、こういうサービスを提供

しますということだけではなくて、今おっしゃい

ました県が進めている地域おこしのようなものに

も行政主導というよりも、行政と協働で仕事をす

る意欲を持った人があらわれてくることに期待を

したいと思います。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） 今市長の、要は地元で実際に

そうしたやる気を示してほしいというような趣旨

のご発言でありまして、確かにそういうことなの

です。ただ、市長もちょっと言及されましたよう

に、県がすごくＵターン、Ｉターンの呼び込みを

政策としてやられるというような今環境になって

きておりますので、青森県がやることは、その県

内のむつ市でやるというようなことにも当てはま

ると思うので、ぜひＩターン、Ｕターンを誘導す

るような、そういう地域に目配りをした政策をし

てほしいと。それで、決して私は先ほどの各種福

祉対策でそれらが補えるのだというようなことで

なくて、そういう今のような事例の集落をどうし

て支えていくのかという、このことをまず市が真
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剣に考えていただきたいということがまず一つあ

ります。そして、その考えていただく、あるいは

地域の人たちと行政がいろいろ話し合いを持つと

いいますか、そういう中で、どういうことからな

らできるのだということを見出していっていただ

きたいと、このように思います。

それから、バスの問題ですけれども、あそこを

通っている路線は、佐井線でございまして、時間

的にはやはり相当の人が乗るのだろうなと、こう

思いまして、今大型バスが走っているわけですけ

れども、ぜひそのあたりも市として、もし市長が

言われるように、小さいバスでもいいのだという

ようなことであれば、そういうバスの車種につい

てもぜひ下北交通の方と協議をされて、このバス

路線のつけかえというような方向でご努力をいた

だきたいと、このように思います。この件に関し

、 、ましては 以上のようなお願いを申し上げまして

終わりたいと思います。

次に、漁港問題ですけれども、これに関連して

マリンビジョンというようなことについて出てま

いりまして、慶長議員の答弁の中にもそのような

ことでございましたので、まずマリンビジョンの

策定についてのアンケートについてですけれど

も、どういう形で行われたのか、これから行うの

かというようなことについてお尋ねしたいと思い

ます。

それから、平成17年度の河口域の川港ですけれ

ども、この護岸改修では、住民の方々の漁師の皆

さんの要望があったのだけれども、係船柱などが

設置されなかったというような経緯があります。

今後恐らくまだこの護岸改修続くのだろうと思い

、 、ますけれども そのあたりの見通しといいますか

そうしたものについてお尋ねいたします。

それから、現在の魚市場の位置が、先ほど申し

ましたように、一番漁港の奥にあるわけです。漁

師の皆さんは、出ていくときも、帰ってくるとき

も、出ていくときは早く漁場に行きたい、それか

ら帰ってくるときはぎりぎりまで漁をして、早く

帰って荷揚げをしたいというような気持ちから、

漁港の中を速く走るのです。そうなると、すごい

引き波が、曳航波が起こりまして、漁港内の静穏

度が保てないというようなことで、それを遮るも

のがないわけですので、船が岸壁で揺れると、そ

れで壊れるというようなことで、小型船が係留で

きる環境にはないわけです。ですから、そういう

関連からいって、魚市場の位置が今のところでな

い方がいいと私は思うのですけれども、漁民の皆

さんもそう思っているわけですけれども、このあ

たりの考え方をお聞きいたします。

以上、３点についてお尋ねします。

〇議長（宮下順一郎） 経済部長。

〇経済部長（森 正剛） 澤藤議員にお答えいたし

ます。

マリンビジョン計画につきましては、先ほど市

長から大きなくくりでご答弁申し上げております

ので、私の方からは、澤藤議員の具体的事項につ

いてお答えさせていただきます。

まず、どのようなアンケートが行われたのかと

いうことでございますけれども、アンケートにつ

きましては、昨年の７月中旬に配布しまして、８

。 、月下旬までに回収されております 配布の方法は

、 、 、県から漁協がお願いされ 大畑漁港 木野部漁港

それから正津川漁港を利用している組合員に約

150部配布しております それで そのうちの52部。 、

が回収をされております。アンケートの内容は、

まず一つが目標とする地区の将来像、それからそ

の将来像の実現に向けて取り組むべき施策、それ

からもう一つが水産基盤整備の構想、設定はこの

三つで、県があらかじめ設定したものは、それぞ

れの項目をさらに細分化して多岐にわたっており

まして、漁業者の声が反映しやすいアンケート内

。 、 、容となっております 懇談会は 昨年の11月24日



- 193 -

大畑庁舎会議室で県職員３名、市職員４名、漁業

者側からは一本釣り漁業者、それから小型イカ釣

り漁業者など組合員５名、漁協職員２名、計14名

でアンケート結果についての意見交換をし、この

結果に基づくマリンビジョン計画策定についても

意見交換をしております。今後の予定は、大畑地

区のマリンビジョン構想は現在策定作業中であり

ますけれども、今月末に各地区の構想が確定する

こととなっております。

それから、２番目でございますけれども、護岸

改修、係船柱が設置されなかった経緯でございま

すけれども、これは漁港区域内の大畑川右岸にお

ける護岸改修工事では、漁船が係留可能な施設の

設置に対しまして、河川の幅を狭めるなどの理由

で河川管理者の同意を得られなかったために、現

在の施設の形になっていると聞いております。

、 、それから 今後の計画ということでありますが

現行の平成14年度から平成23年度までの漁場整備

計画は、前期５カ年が終了した際に見直しするこ

とになっておりまして、平成19年度からは現在県

が策定中の大畑地区のマリンビジョン構想をもと

に策定された次期計画が開始されますので、漁業

者の方々が望んでおられる漁港等の施設整備が図

られることを期待しているところでございます。

それから、３点目のご指摘のありました魚市場

の位置でございますが、昨年の懇談会の席でも同

様のことが話題となっております。魚市場の位置

は、漁港全体の効率的な利活用を図るうえで重要

な問題でありますので、将来において新設する際

は現在の位置ではなくて、漁港中央部の製氷施設

周辺が作業効率を考えれば適地であると、そうい

うふうに意見集約をされております。

それから、荷揚げの漁船が漁港内を航行するこ

とから、静穏度が保てないということでございま

すが、これについても懇談会でも同様な意見がご

ざいました。小型漁船の係留施設整備の構想の中

では下北ブランド研究開発センター、海側にある

船揚場と漁港中央部との間にある岸壁を整備しま

して、小型漁船を収容することになっておりまし

、 、て 次期計画の早い段階で着手する計画であると

そのように聞いております。

以上でございます。

〇議長（宮下順一郎） 14番。

〇14番（澤藤一雄） ご答弁をいただきました。そ

れぞれマリンビジョンのこのアンケートの、随分

回収率が低いなというように私は思いますし、ま

た懇談会の参加者にしても、漁業者の方が５名、

漁協が２名ということで、随分少ないなというよ

うな思いをしております。

それから、河口域の護岸の改修についても今後

行われると、そして今まで工事が行われた部分に

ついては、いわゆる河川としての川水を流してや

るというようなことに主眼を置いて整備したのだ

というようなことだろうと思うのですが、ここの

時点で漁業者の皆さんからも意見が、意見を聞い

た経緯があると。だけれども、意見を述べたこと

とでき上がったものが違うというふうなことでご

ざいました。

漁港の、魚市場のこの位置についてはわかりま

した。今後も川港の整備が行われるということで

ございますので、ぜひ外港の静穏度を保つという

こととあわせて、河口港の整備についても、漁師

の皆さんの意向が十分反映されるように意見を吸

い上げる仕組みをちゃんと考えてほしいと思うの

です。私昨年６月の一般質問でも言ったように、

木野部地区に行政の側の思いでつくった階段護岸

を７年ぐらい後になってから壊して、かわりに自

然石による築いそをして、それが消波施設に置き

かえられたのだというようなことを申し上げまし

た。これは、何回もワークショップを開いて地域

の皆さんの意見、思いを入れて、そういう公共事

業を日本で初めてコンクリートの構造物を壊して
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自然石に置きかえるということがやられたわけで

す。これは、もう国がオーケー出しませんので、

今後はできないと思います。かように公費を投じ

てつくったものを壊すというようなことについて

は、あるいは改修をし直すということは難しいわ

けです。

今釧路川の蛇行を再生するというようなあたり

で北海道開発部が動いているようですけれども、

二重工事ではないかというようなことが言われて

います。事ほどさようにそうしたものだろうと思

うのです。だとすれば、つくる前に、だれのため

につくるかであります。役所のためにつくるので

なくて、長年そこに住んで、それを活用する人の

ためにつくるのだという、この意識に立って、国

・県に対するセンターの役回りを市がちゃんと果

たしていただいて、住民の皆さんの声が反映され

る施設の整備であり、計画の集約であろうと私は

思うのです。ですから、そういう十分に漁師の皆

さんの意見が集約される形での市が責任を持った

集約をしていただきたいということをお願いしま

す。お願いして、そういうことをやっていただけ

るか、お答えをいただきたい。

〇議長（宮下順一郎） 市長。

〇市長（杉山 肅） ただいまご発言のようなこと

については、今後地元にあります県の出先が局に

格上げになるというようなこともありまして、随

分こちらにも目を向けていただけるのだろうと、

そういう考え方に立って、積極的に交渉を進めて

まいりたいと思います。

〇議長（宮下順一郎） これで、澤藤一雄議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（宮下順一郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

なお、明３月23日は付託議案審議、議員提出議

案上程、提案理由説明及び審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時４０分 散会
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